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午前１０時００分 開 議

○議長（小松穂積） これより、本日の会議を開きます。

○議長（小松穂積） 本日の議事は、議事日程第２号をもって進めます。

日程第１ 市政一般に対する質問

○議長（小松穂積） 日程第１、一般質問を行います。

質問通告書によって、順次質問を許します。

４番安田健次郎議員の発言を許します。安田議員

【４番 安田健次郎議員 登壇】

○４番（安田健次郎議員） 皆さん、おはようございます。

今回の一般質問でトップバッターになりますけども、よろしくお願い申し上げたい

と思います。

まず初めに、このたびの、御存じのようにトルコ、シリアの、あの大変な大地震に

よる多くの死者、そして被災者に対し、心からのお悔やみを申し上げたいと思いま

す。そして何よりも一刻も早い復旧・復興を心から願うものであります。

さて、通告に基づいて質問をさせていただきますけれども、今、国も全国の地方、

どこでも今、予算ということで各自治体もこの中心の議会が開催されておりますけれ

ども、前段ちょっと申し上げますけれども、この国会の議論を聞いていますと、主な

主要な議題の一つに子育ての異次元の取組ということが盛んに言われておりますけど

も、この少子化対策に挑戦をするという岸田内閣の表明でありますけれども、子育て

支援対策の人口減少対策としてもね重要な問題であるわけでありますけれども、何せ

具体的にはどのような政策を打ち出すのか、まだまだこう具体的な中身が見えていな

いような感がいたしますけれども、早めに具体的な施策を求めたいというふうに思っ

ているところであります。

で、当市においても市長の所信表明にありましたように、今回も子どもの支援に全

力を挙げると、いわば日本一の環境を整えると、子育ての、そういう表明をいたして

おるわけでありますけれども、確かに、まあある意味で、昨年あたりから医療費の完

全無料化が実現しましたし、給食費の一部の助成も実現をいたしました。一定のこう
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いう進んだ取組は評価されるのは当然でありますけれども、まだまだ市内の中には子

どもに対する支援が弱いんじゃないかと、他市に比べてという言葉が時折聞かれま

す。確かに前段申し上げましたように、国の施策もまだ具体策が定まらないところも

ありますけれども、一定の進んだところは進んだところでありますけれども、子ども

を取り巻く環境といいますか、いわゆる人口減少対策も絡めまして、非常に多くの取

組が求められていると思うわけでありますけれども、で、給食費の一部助成化なども

ありますけども、何よりも市民の皆さんに聞きますと、教育費の負担が一番こたえる

という答えが結構聞かれます。特に医療費の無料化で大変多くの親御さんたちに喜ば

れましたけれども、今は、その教育費のほうがもっとやっぱり実際には負担が大きす

ぎると、これを何とかしてほしいという要望が結構ありましたので、それらを踏まえ

て今回のこの一般質問で議論をさせていただきたいと思ったわけであります。

今、この子育て支援対策としての、急速に進んでいるこの給食費の完全無料化が全

国に進んでおります。昨日の時点で、文科省の報告でも３割程度まで実現をしており

ます。で、これからやがて取り組みたいという、アンケートによりましても７８パー

セントほどのやがては完全無料化に取り組むという答えが出ているようであります。

そういう点では、確かに一定の取組はやってますけれども、まだまだ給食費の法律を

盾にして、やっぱりまだ自治体では保護者負担だというお答えをいただいているわけ

でありますけども、時代の趨勢といいますか、今、今日のこの人口減少問題も絡みま

して、やっぱりこの子育てには十分な手立てが必要だというのが事実ではないでしょ

うかと思うわけであります。そういう点も絡めまして、この給食費の完全無償化、そ

して各種の学生等への学費支援、もしくは下宿代の支援とか、そして通学費の、日頃

から言っています通学費の支援などが必要ではないかと考えます。そして、くどいよ

うでありますけども、３回も言いますけれども、国保税の均等割の子どもへの補助対

象、補助の問題、これらもこれで３回になりますけれども、こういう問題についての

市長の答えを求める意味で、三つの課題を質問させていただきます。

一つは、今るる申し上げましたけれども、給食費の完全無料化の実施に対する考え

方はどうなのか伺いたいと思います。

二つとして、これも申し上げましたように、学生等、等ということですから、い

ろんな学生があります、学生と言われるものがありますけれども、その学費の支援
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や、何回も言ってる高校生等への通学費の問題、下宿補助の問題なども含めて、この

点についてはまだ考えは定まらないのか伺っておきたいと思います。

三つ目ですけれども、子どもの国保税の均等割、これに対する減額措置は依然とし

てまだやる気はないのか、これも確認しておきたいと思います。

以上で一つ目の質問にさせていただきたいと思います。

二つ目は、インボイス制度、税金の問題でちょっと、直接的には国の問題でありま

すけれども、市長の政治姿勢を問う意味で質問させていただきたいと思います。

正確には、法律的には、通告に書いてありましたように適格請求書等保存方式、こ

れは税法ではこういう言葉ですけども、今、国では簡単に適格証明書という言い方を

なされているようでありますけども、今、この税務関係でこの国会でも問題になると

思うんですけども、なっていますけども、二つの大きな問題があります。一つは、こ

のインボイス制度を進めると。もう一つは、税務相談停止命令制度、これが今の３月

中に決定されるんじゃないかという話が、うわさが出ています。これは税理士協会と

かいろんな方々が機能しているわけでありますけれども、このインボイス制度、これ

を取り上げてみたいと思うのは、申し上げましたように、市の直接的な関わりではな

いけれども、いろんな弊害があるようでありますので質問させていただきたいと思い

ます。

ちょっと喉の調子が悪くて。

で、このインボイス制度、ちょっと前段申し上げますけれども、去年の１０月から

申請が始まっています。で、最初はこの３月までに期限がありまして、３月から取組

を始めますと言いましたけれども、何か批判があったようでありまして、今年の９月

まで延期なされたようであります。

で、この登録制度、調べてみましたら全国で法人、個人も含めて３００万人ほどの

対象になるそうであります。ところが現在の登録を見ますと、法人で４２パーセント

だそうであります。個人では９．９パーセントと、だけの登録ということに伺ってお

りますけれども、そもそもこの制度は免税業者をなくする、まあ１，０００万円以上

は今までの消費税の課税業者ですけれども、９９９万円までの方々は、今までも消費

税を納めなくてもよかったわけでありますけども、いわゆるここらに関わる、この金

額等に近い方々、中小企業やそういう方々へも今度は消費税を課税するという制度で
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あります。で、特に農林漁業者、小規模事業者、そしてフリーランスの方々、市の行

政に関わる事業などもあると思うんです。こういうこの事業に関わる各種団体等へ発

行するのが条件となりますけれども、この点について、市に関わる問題も含めて質問

したいと思うんです。

ただ、この間の当議会でも陳情書が採択されました。延期してくれという陳情書で

ありましたけれども、全く私たちも賛成したわけでありますけれども、市では、こう

いう議会の意向についてどう考えておられるのか。このインボイス制度というのをど

ういうふうに思ってるのか。それらを含めて、くどいようですけれども、一番初めに

市長に、このインボイス制度についての考え方を示していただきたいというふうに思

います。

二つ目は、今申し上げましたように、様々な市の執行する行政、いろんな事業、各

種の制度、そういうものについての影響がどの程度あるのか。そして、それらに対す

る被害をどう捉えているのか、お聞かせ願いたいと思います。

三つ目は、通告しましたけれども、市民が不安に思っている、そしてよく分からな

いというこの声に応えて、一定の何ていうか、広報というか、相談というか、そうい

う対応なども必要なんではないかと考えますけれども、いかがでしょうか、お伺いし

たいと思います。

次に、三つ目ですけれども、まあ過去に佐藤巳次郎議員も質問しておりましたけれ

ども、補聴器の補助問題であります。これも今、急速に、私、統計調べたんですけど

も、急速に今、広がりつつあって、全国の各自治体で取り組まれている大きな課題だ

ということで質問させていただきます。

で、まあ御存じのように近頃高齢者の不満が高まっています。年金の問題、医療費

の問題、介護保険の問題等で年金組合などの声を聞きますと、我々老人を殺すのかと

いう声が聞かれるようでありますけれども、こうした福祉サービスの利用の引下げな

どがあって、何よりも時期的に値上がりの問題があって、特に高齢者は、低所得の高

齢者は大変な状況にあるというのが現実だろうと思うわけであります。

で、御存じのように当男鹿市の場合、この高齢者の数が、数値が高いわけでありま

すから、難儀してる方々が相当数いるんじゃないかと思うわけでありますけども、そ

の中でも高齢者への難聴の問題が大きく今、取り上げざるを得ない状況になってい



- 31 -

るんではないかと思います。

で、ちょっとデータを申し上げさせていただきますけれども、専門家によります

と、７０歳以上の男性が２３．７パーセント、女性で１０．６パーセントです。８０

代になると、それぞれ３６．５パーセント、そして２８．８パーセントというデータ

があります。原因は、動脈硬化や血液障害、そして睡眠不足に陥ります。そして騒音

などが弊害になりますけれども、こうした難聴に対して、なりますと、家族や友人た

ちの会話が不足になったり、地域のコミュニケーションに参加できなくなったり、い

ろんな弊害が出てくるそうであります。そのために一番先に出てくる障害が認知症だ

そうであります。この認知症になりますと、相当医療費の問題も含めて大変になるわ

けでありますから、そして、この認知症になりますと、これもデータですけど、３２

から４１パーセントの方々が病気になるそうであります。認知症にならない方より

は。そういう点で申し上げますと、やっぱり健康医療の問題からも老人福祉の問題か

らも、やっぱり全国と同等に足並みをそろえて、この難聴補聴器の補助に対する取組

を当男鹿市でも考えるべきではないかと思って質問いたします。

以上で終わります。

○議長（小松穂積） 答弁を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 皆さん、おはようございます。

安田議員の御質問にお答えします。

御質問の第１点は、子育て支援について、まず、給食費の完全無料化についてであ

ります。

全国的に少子化が問題となる中、その傾向が著しい本市において、子育て支援の充

実強化は最も力を入れるべき施策であり、２０年後、３０年後の男鹿の将来を考える

とき、まさに待ったなしの状況にあると認識しております。

このため、本年度から実施している高校生までの医療費の全額助成や出産祝金の拡

充に加え、新たに市独自に第１子からの保育料を完全無償化するとともに、在宅で保

育する世帯に対し月額１万円の支援金を給付するなど、経済的支援を大幅に強化し、

日本一の子育て環境を目指してまいります。

議員御提案の「給食の完全無料化」についても、少子化対策の観点から導入の可能
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性を検討したところでありますが、小・中学校の給食費を無料化した場合、今後、毎

年約７，５００万円の財源が継続的に必要となることからやむなく断念し、来年度に

おいては食材費高騰分を助成することで、子育て世帯の負担が増えないよう配慮した

ところであります。

もとより、子育てにおける経済的負担の軽減は全国共通の課題であり、全ての子ど

もが平等に支援を受けられることが望ましいことから、給食費の無料化をはじめ、後

ほど答弁いたします、子どもに係る国保税の均等割額の減額なども含め、全国一律の

制度の創設について、市長会等を通じて国に要望してまいります。

次に、学生への学費支援や高校生等への通学費の助成についてであります。

まず、国の就学支援金制度により、公立高校では、年収９１０万円未満の家庭に対

し、授業料分に相当する年間約１２万円が支給されており、実質無償化になっており

ます。

また、私立高校においても、年収９１０万円未満の家庭に対し一律１２万円が支給

されるとともに、年収５９０万円未満の家庭にあっては、年間約４０万円を上限に加

算措置があり、実質無償化されているほか、来年度からは本県独自に、年収５９０万

円以上６２０万円未満の家庭に対しても支援が拡充されることとなっております。

このほか、経済的に困窮している家庭を対象に、小・中学校同様、教科書購入費や

教材費を支援する制度もあります。

市としましては、経済的な理由により修学が困難な高校生や大学生を援助するた

め、引き続き奨学資金の貸与や返還免除等の施策を実施するとともに、今年度新設し

た奨学金返還支援事業を広く周知し、利用を促すこととしており、現段階で新たな学

費支援制度の創設は考えておりません。

なお、通学費助成につきましては、定住促進策や子育て支援策の一つとも考えられ

ますが、高校等は本人の希望により進学先が選択されており、学校によって通学に要

する経費も異なるなど、公平性の観点からも課題が多く、制度の導入には慎重である

べきと考えております。

こうした子育てや教育に係る経済的支援については、国において「次元の異なる少

子化対策」として、児童手当の支給対象を高校生まで拡充することを含め、るる検討

し、６月に示される骨太の方針の中で道筋をつけると伺っており、今後の動きを注意
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深く見守ってまいります。

次に、子どもにかかる国保税均等割額の減額措置の拡充についてであります。

御案内のとおり、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、６歳までの未就学児の

均等割額については、本年度から５割減額する制度が導入されております。

国民健康保険では、全ての世帯員が等しく保険給付を受ける権利があるため、均等

割保険料として世帯の人数に応じて保険税を負担することとされておりますが、今回

導入された未就学児にかかる軽減措置については、全国一律の制度として、保険税等

への負担を求めず、国・県・市の公費を投入することで、被保険者間の公平性を確保

し実施されているものであります。

国では、保険税の減免について、法令により、例えば災害や失業などで収入が減少

するなど特別の理由がある場合については、条例の定めるところにより可能としてお

りますが、「子ども」といった特定の対象者を画一的な基準によって減免すること

は、適切ではないとの見解を示しております。

この件につきましては、安田議員から度々御質問をいただいているところであり、

さきの６月定例会の一般質問でもお答えしているとおり、仮に、市独自で子どもにか

かる減額措置を拡充した場合、その減額分の財源は、国保税の増税か、財政調整基金

または一般会計からの繰入金により補塡することになり、今後の国保会計の安定した

運営に支障を来すこと等が懸念されます。

こうしたことから、市が単独で拡充することは困難であると考えており、引き続

き、全国市長会等を通じて、子どもにかかる均等割減免制度と対象年齢の拡充につい

て国に強く要望してまいります。

御質問の第２点は、インボイス制度について、まず、制度に対する考え方について

であります。

インボイス制度は、令和元年に消費税の軽減税率が導入され、複数の税率が混在し

たことから、正確な消費税額と消費税率を把握することを目的として、本年１０月か

ら開始されることとなっており、インボイスの発行により、事業者は仕入れにかかっ

た消費税を差し引いて納税することができるようになります。

しかし、小規模事業者やフリーランスの中には、インボイス発行の事業者登録につ

いて、税負担の発生や取引への影響等からちゅうちょしているケースがあり、登録が
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伸びない一因となっていると伺っております。

もとより、本制度は、事業者の正確な事務処理による適正な課税を行うため、国会

での様々な議論を経て導入されたものであると承知しており、市としましては、制度

の円滑な施行のため、税務署と連携し周知に努めてまいります。

次に、市の行政執行に対する影響等についてであります。

一般会計につきましては、消費税の申告義務が免除されているため、実質的な影響

はないと認識しております。

病院事業会計につきましては、市民病院における診療の大部分を占める社会保険診

療が非課税取引に該当するほか、医薬材料や医療機器の取扱業者等、主要な調達先に

おいてはインボイス対応が見込まれることから、影響はほぼないと考えております。

なお、市民病院においては、企業の健康診断や予防接種の受託等のいわゆる自由診

療など、消費税の課税取引に該当するものもあることから、取引の相手方における仕

入税額控除の適用に配慮し、一般会計及び病院事業会計では、インボイスの事業者登

録を行っております。

企業局におきましては、令和４年１０月に各事業会計においてインボイスの事業者

登録を完了しており、水道料金等については、「検針票」及び「納入通知書」を適格

請求書（インボイス）とする予定であります。

御案内のとおり、免税事業者については、インボイスの事業者登録を受けるかどう

かは任意となっており、制度開始後、登録を受けていない事業者と取引を行う場合、

仕入税額控除ができず、企業局の負担が増加することが予想されます。

このため、個人事業主に対し、制度の概要について周知を図り、登録への御理解い

ただくよう働きかけてまいります。

次に、市民への対応や支援策の考えについてであります。

市ではこれまで、広報おが１０月、１２月、１月号に秋田北税務署主催の説明会の

開催について掲載したほか、昨年１２月には、市役所を会場に税務署と共催で研修会

を開催するなど、市民の理解が深まるよう、国や県と協力しながら周知に努めてきて

おります。また、説明会、研修会の際には、税務署が個別具体の相談にきめ細かく対

応しております。

今回の制度導入に当たり、国では、小規模事業者がインボイス発行事業者になった
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場合に新たな税負担を当面軽くしたり、少額な取引はインボイスの保存がなくても仕

入れ控除ができるよう、事務負担を軽減したりするなどの支援を行うこととしており

ます。また、免税事業者から課税事業者になった場合にも、簡易課税制度を選択する

ことができます。

引き続き関係機関と連携しながら、市民の不安解消に努力してまいります。

御質問の第３点は、補聴器購入費用への助成についてであります。

補聴器購入については、聴覚障害により身体障害者手帳が交付された方に対し、国

の補装具費支給制度により、原則１割負担で済むよう助成を行っております。

また、年齢とともに聞こえにくくなる加齢性の難聴にあっても、障害の基準に適合

し、身体障害者手帳が交付された場合は、同様に助成しているところであります。

この制度の活用状況については、本年１月末現在、身体障害者手帳を交付された６

５歳以上の方１４０名のうち、７７名がこの制度を活用し補聴器の購入または修理を

行っております。

議員御指摘の身体障害者手帳の交付に至らない難聴者への助成につきましては、加

齢に伴う身体の機能低下は、本市に限らず高齢者全般に関わるものであり、高齢者福

祉の一環として、全国一律で支援すべきものと考えております。

現在、全国市長会において、国に対し助成制度の創設を提言しておりますので、本

市としましても、県市長会及び全国市長会を通じて国に働きかけてまいります。

以上であります。

○議長（小松穂積） 再質問ありませんか。４番安田議員

○４番（安田健次郎議員） 私も質問で評価した部分は評価しましたし、その部分を

今、市長もるる答弁しましたけども、その点については否めない、高く評価したい

と、私、そこの壇上で申し上げましたつもりです。それ以外に関わる取組の強化を私

は求めたつもりで、３項目の質問をしたはずなんです。

で、まず初めに給食費の問題なんだけども、財源が例えば７，５００万円かかると

いう御答弁です。年間ね。で、じゃあその財源がネックになるんだったら、なぜもっ

と小さな、財源規模の小さい自治体ね、この間、私、９月の議会だと思ったけど、少

子化対策で質問したはずなんだけども、例を挙げなかったかな。人口増に関わるとこ

ろでは、ほとんどこの子育て対策が充実していると。お金の問題だけじゃない。特に
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兵庫県の明石市、あそこは土木建築費を３割減らして子育て支援に回して、教育費な

どに回して、人口増が続いてると。北海道でもそうでしょう。何か所かある、東川と

か何だ、いろいろあるんだけども。やっぱり取り組んでるところはね、お金だけ、お

金は工面しなきゃできないわけですよ。恒常的にこれ、機械的に決まった予算の中で

これ以上やられないって断言されたら、あと何も要望もへったくれもないわけです。

しかし、私は市民の要望、声を申し上げて言ったつもりだけれども、何とかして他市

にも、まあよく議論になってるんだけども、他市の例に見習えっていう言い方も

ちょっと変なんだけどもさ、ほかでは何でやってるのかなっていう気するわけね。し

かも今回ね、特に何で取り上げたかっていうと、市長がね、まあ環境、日本一の子育

て支援をやるっていうアドバルーンを上げたんだからね、それにふさわしいのを求め

るというのは当然だし、市民もそういう期待をしてるんじゃないかと思うんですね。

財源は確かにそんなに私はゆとりがあるとは言ってません。特に男鹿市の場合ね、災

害なり、建設業に関わる事業が多いわけですから、地形柄ね。それは別に否めないん

だけれども、財源だけでね子育て支援をむげにするというのは、私はちょっと市長の

考え方としてはどうなのかなっていう思いがします。

で、給食費の問題で、教育長は、まあ先ほどもちらっと言ったんだけども、学校給

食法の何条だっけな、まあ何条だかあるんだけども、そこでまあ父兄負担も否めない

と。でも、じゃあなぜ文科省で許可をしてるかというとね、確かに憲法では義務教育

は無償に扱うと。しかし、学校給食法では、給食費の部分については国民、食べる物

についてはっていうことの解釈で父兄負担を求めるって書いてあるんですけども、

で、子ども方をね育てなけりゃならないっちゅうか、まあ教育で充実していくってい

うことになるとね、食の問題もね、やっぱり無償化にするべきだっていう声が非常に

高まってるんです。で、全国でね、今……いずれね、相当増えています。まあここに

は山形県の田川、鶴岡市か、こういうところでやってますけども、結構多くの市町村

で無償化してるんですよ。で、一つは財源の問題があるんだけども、教育長にちょっ

と聞いておきたいんだけれども、財源を抜きにしてね、給食費っていうの、やっぱり

法律上、父兄から負担してもらうっちゅうのを、まあ検討するっていうか、変更す

るっていう考え方、全然持たれないものなのか。で、本来教育長がまあ独立してるん

だとすれば、当局との交渉事になるわけだけれども、やっぱり教育的な観点からいく
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と、財源が大変だろうが、教育界としては子どもにね行き届いた食事を与えると。

たった１食ですよ、昼間ね。それをやっぱりまあやるっていうのが、教育的な見地か

らいくと私は必要なんじゃないかなと。まあ財政的なことからいくと７，５００万だ

から大変だっちゅうことなっちゃうんだけど、それだったらね議論もへったくれもな

くなるわけですよ。７，０００万円だろうが１億円だろうが、こういう市にしたい、

こういう要求があるんだっていうんだったら、やっぱり私はね、市長の態度をね変え

ていかなきゃならないんじゃないかと思うんです。ただ要望は市長会を通していろい

ろやってるっていう、いっつも答えはそうです。で、確かにそれ大事なことなんです

よ。特にインボイスなんかは、本当に市長ね、裸なって市長会でね叫んでいただきた

いと思うんです。ところが広域の健康保険の協議会さ行っても、ほとんど発言もして

いないようだし、何か、どっかの議員だかちょこちょこっと話してるだけで、やっぱ

り男鹿市の状況を見るとね、やっぱりそういう市長会でもっと強い発言を私はするべ

きじゃないかなと思うんですけども、要望はするって言ってるから、しましたとか、

そういう報告を聞きたいと思います。

で、まあ抽象的な言い方しちゃってまずいわけだけども、要は財源の問題だけでそ

ういう考え方をするんだとすればね、子育て支援っていうのはね、ちょっと言葉と裏

腹に聞こえますんで、再検討を求めたいと思います。

で、これ市長が選挙に出るときの、ここさ子育て支援一つも書いておらない。で、

今回まあこの、副市長笑ってる、今回これも見るとね、非常に子育て支援と読ませて

いただいた。学校給食費、１２０万ね。地域連携１７０万、小・中学校の机・椅子、

これは結構細々としたものはやるっていうことだから。思いはあるようなんです、子

育て支援の。日本一にするって言うんだから。だったらね、給食費の７，５００万円

どころじゃないですよ。今、大学生とかね幾らか学費に対する補助はあるけれども、

大抵のまあ私立なんかは年間２００万円もかかるわけでしょ。私も調べました。２０

万円、３０万円の補助でね学生方がそんなに喜んでるわけではないです。大変なんで

すよ。で、よく他市の例を言うんだけれども、私はやっぱりこの給食費と、それから

均等割と、それから学費に対する支援、これはもっと強力にやるべきでないかと思

うんだけども、市長の答弁からそういう再質問をさせていただきますけども、もう一

回お答え願いたいと思います。
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インボイスの問題です。で、るるまあ当局でも調べたようなお答えなんですけど

も、私も資料は相当この間いろいろ勉強させていただいてるわけだけども、ちょっと

具体的な話します。

まず、公営企業は何か登録を済ませたような形ですけどもね、小さな業者、例えば

企業局なんかは結構小さな業者多いよね。水道だとかガスだとか、ちょこちょこっと

１，０００万円に下らない事業者が多いわけだけども、この人方が登録をしないと企

業局で消費税を納めなきゃならなくなるわけだから、だから登録を早めたっていう答

えだったようですけどもね、それはそうなんです。でも、企業局で負担が増えるから

登録業者にねインボイス登録をしてけれっていうの、結局まあ立場からいけばね、税

法からいけば当然なんだけれども、立場からいくと、当局で損するか、事業者が損す

るかって、損するかって言葉悪いね。負担するかっていうことになるわけだから、そ

ういう点ではね、このインボイスっていうのは、それこそ市長会でね裸なって叫んで

止めるべきでねえかと。だからさっき議会の意向もね、陳情書の採択もあったわけだ

から、その点です。それでね、もっと具体的なね、これ福島県の農民連、私、資料あ

るんだけれども、税務署、国税署講習やったら、あのね、何ていうかな、ちょっとど

忘れしたな。公営企業の事業に対して、このまま、この制度をそのままやると、相当

中小業者が難儀をするという答えが出て、質問したそうです。でも、まあ税の公平性

からいくと、１，０００万円以上は消費税課税業者なってるし、９９９万円までの人

方は非課税になってる。この不公平を是正するっていうことなんです。それは、普

通、例えば今行われてる１，０００万円以上の課税業者、我々も簡易課税方式をとっ

てるわけだけれども、この人方については当然それは納めてるわけだからいいんだけ

ども、しかし、要は小さな業者はなぜ今まで取らなかったかっていうのは、いわゆる

業者を擁護するっていうかね、そういう立場であったんですよ。それが今回、低所得

者、低収入の事業者に対しても消費税を取るという方式ですから、これはやっぱり私

は庶民いじめだと思うんですね。で、まあ福島みたいに、横さそれたんだけども、交

渉したらね、何ていうか、例えば変な話あったけどもね、福祉協議会、いや、俺

ちょっと急ぐとね物忘れてしまうんだけど、福祉協議会はなぜ対象になるかって聞い

たんですよね。何だと思うすか。自動販売機を置いてるから課税対象になりますって

いう答えなんですよ。笑ったそうです。交渉の途中でね。だからインボイス制度で消
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費税を取るために、いろんな何ていう、理屈に合わないやり方をしているそうなんで

すね。

それからもう一つ再質問で聞いておきます。一つは、例えばオガーレ、オガーレに

納めてる業者から消費税がまあ登録しないと納めきれないわけだから、オガーレ側で

負担するのか、それとも納入者に負担求めるのか、そこら辺はどういう対応するのか

聞いておきたいと思う。

それからもう一つは、今言ったように福祉協議会。ここらにも対象にするっていう

ことだったら、どう対応なるのか。非常に不可解だっていうかね。

で、今、病院の問題は、まあ当然あるわけだから、それを、まあいいか。

もう一つはね、小さな、いわゆる、今さっき公営企業の話だけしたんだけども、ほ

かにもいろんな仕事、事業発注いっぱいあるわけだけどもね、いっぱいあるわけで

しょ、小さな事業者、土木でも建築でも。こういう人方への対応をどうするのか。あ

くまでも登録を求めて課税業者になれというふうに指導って言えばいいか、でないと

事業はやりませんという酷なことは言わないと思うんだけれども、そこら辺の取扱い

はどうするのかお答え願いたいと思います。

まあところどころ忘れるからあれだけども、ちょっとね。

それから、まあもちろんフリーランスの方も含めてだっていうこと、話しておきま

す。

で、商工会とかね、一番問題なるのは商工会だと思うんだけども、これ商工会とか

いろんなその事業の団体についての取組に対してね、当局はどういうこれからの話合

いっていうか、やるのか。そこも聞いておきたいなと思います。

ちょっと抽象的だな。ごめん。

補聴器に入ります。これ補聴器の問題ね、まあ３割ほどになったそうですね、全国

で。補聴器の補助がね……ああ、んだ。３２パーセントぐらいまで上がってきてる

ね、全国で。補助に対する補助自治体が。パーセントだよ。何ぼだかって書いてな

いんだけれども。だからね、障害者に対しては、これ前々からある制度で、補聴器は

国でも援助してるし、身体障害者法で援助してます。それは分かるんだけども、一般

の軽いっていうかね、要は６５歳以上のお年寄りに対しての援助、これまあ所得割も

入れてるところもあるし、まあほとんど、悪いども正直に言います。所得割を導入し
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てるのが半分以上です。全額無償ではないんだけどもね、確か。だからね、まあ所得

割導入してもいいとは言いたくないんだけども、この補聴器の補助はね、やっぱりや

るべきだと。で、これ何よりも健康の問題なんですよ。市長よくね、保険税が高い

と、健康を大事にしなきゃならないっていうか、二、三年前から結構、健康対策をね

強めよう強めようと言ったんだけれども、なかなかまだ実績が上がらないっていうか

ね、そんなに医療費が減ってるわけでもない。これをやっぱり解決するっていう意味

ではね、あらゆる角度から、あの何だ、体操の取組だとか健診のパーセントを上げる

とかね、ふだんからの健康行政、そういうのは大事なんだけども、黙っててもこの認

知症に関わっていくっていうこの弊害の、高齢者の病気の率が高いっていうことなん

だ。だから補助をしなさいっていう、しましょうっていうことになってるそうです。

で、東京都ではほとんどまあなったようでありますけどもね。これもね、ちょっと調

べた資料あるんだけども、やっぱり進んだ、人口増になってるの、子どもだけでなく

てね、そういうお年寄りにも優しい、この補聴器のことをねやることによって、あそ

このまちはいいまちだなっていうことでね、移住してくるっていうかね、そういうの

が今、流行ってるっていう言葉がね、増えてるんです。この移住・定住ってのはテレ

ビでも何回もやってるし、新聞でも盛んに今取り上げざるを得ない問題なんだけれど

も、そういう中でね、この補聴器の取組がぐっと今進んできてる。ですからね、何と

かして市でもね、それこそ他市に先駆けて実現すると。そうすると、市長が言ってる

子どもを育てる環境を日本一にするとか、福祉の男鹿市だとか、移住・定住の最たる

もんだというのがね、アドバルーンがぐっと上がると思うんだけども、そういう意味

でもこの健康に関わる補聴器の問題をね、ここら辺であまりやってないですよ。東京

都のほうが中心なんだけど、でもやっぱりそういうところも一肌脱ぎませんか。

以上、２回目の質問にします。

○議長（小松穂積） 答弁を求めます。鈴木教育長

【教育長 鈴木雅彦 登壇】

○教育長（鈴木雅彦） 安田議員の再質問にお答えいたします。

学校給食費の保護者負担について変更はないかということでございます。

これまでも答弁しておりますように、学校給食費に係る経費につきましては、学校

給食法第１１条において、設置者と給食の提供を受ける児童生徒の保護者がそれぞれ
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負担することと規定されておりまして、食材料費については保護者が負担することが

原則とされております。このことから、教育委員会としましては、学校給食費は保護

者に負担していただくということを基本と考えております。この考えに変更はござい

ません。

以上です。

○議長（小松穂積） 佐藤副市長

【副市長 佐藤博 登壇】

○副市長（佐藤博） 給食費の無償化について、今、教育的な観点、視点からの考えは

教育長申し述べてございます。これは今までの議会でも何度か教育長から答弁した内

容と同じでございます。

今回、給食費について、議員の御提案のように無償化はできませんでしたけれど

も、値上がり分、食材費がどんどん値上がっております。その値上がり分を子育て世

帯の方々に御負担いただくというのは、やっぱりなかなか大変だろうと。上がってな

い、まあ実質値上がりのような多分食材上がってますのでね、仮に今と同じような形

で御負担いただくとしても、まあ実感とすれば値上がりというふうな感じ、イメージ

を持たれるだろうということで、まあ食材費の高騰分については支援をするというこ

とにしたものでございます。これは、教育的な視点からではなくて、子育て支援の観

点から、その視点からその一環として実施したということで、まず誤解のないように

お話しておきたいというふうに思ってございます。

で、この男鹿という地域をね、これからやっぱりしっかりと維持していく上で、

やっぱり子育て支援は、支援策は、やっぱり市長も市当局全員ですね、まあ極端に言

えば、どんな手を打ってもね打ち過ぎることはないんでないかというぐらいの思いで

考えてはございます。ただ、そういった手を打つにしてもですね、財源がないことに

は打てないわけですよね。で、昨今ですね、各地の例えば首長さんが選挙公約として

給食費の完全無償化ですとか、それからふるさと納税でもって非常に税収が多くなっ

たということで給食費を完全無料化するというふうな、まあアドバルーンっていいま

すか、公約を掲げたけれども、実際の財源をよくよく検討してみたら、これは実施は

無理だと、もしくは一、二年やったけども途中で頓挫してしまったというふうなこと

が、事例が多々ございます。やっぱり少子化というのは、やっぱり恒久的にやらない
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とこれはいけないものだと思ってます。一時的に朝令暮改的にね施策をやって、３年

やったらやめると、こういうわけにはいかないというふうに思ってございます。

で、財源問題について議員のほうから、それないって言ったらもうそれは話になら

ないんじゃないかと。まあそれを工面するのが当局だろうというふうなお話でござい

ました。当然それは我々のほうで工面する努力をすると、これはそのとおりですけど

も、例えば今の安田議員からの御質問だけでもですね、給食費、それから学生への学

資支援、通学費助成、それから国保税の均等割の減額措置、インボイスの支援、そし

て高齢者の補聴器に対する支援と、まあ様々な支援をやったらどうかと、やるべきだ

と、何でやらないのかというふうな御要望があります。全国各地１，７００の自治体

のうちに、まあやってるところも様々あるでしょうけども、こうしたものを全部やっ

てるところってあるんでしょうか、本当に。私はないと思うんですよね。もう一方で

は、道路の整備もしなければいけない。前回の議会でも議員のほうから要望ありまし

た。空き地に対する支援をどうするのかと。やっぱりそれらこれら全部大事です。そ

れをやっぱりプライオリティをつけて、予算をつけて、そして議会のほうに御意見を

聞いて、で、一つ一つ実現していくというふうなそういった手法をとらないと、なか

なかこれは財政的には立ち行かなくなるのは目に見えてございます。それは私から言

うまでもなく、議員は重々御承知のことだと思うんですね。

で、この給食費の完全無償化を導入できなかったと。この一点をもってですね、子

育てに対する、日本一の子育て支援を目指す、そういったまちづくりを目指すという

のが看板倒れというのは、そういった言い方をされるのはやっぱりちょっといかがか

というふうに思います。

で、そもそも給食費にしても難聴の補聴器の助成にしても、これが仮に社会保障的

なね考え方でやるとすれば、やっぱりこれは国が全国一律にやっぱり導入する、これ

がやっぱり筋だと思います。ただ、男鹿の場合は、少子化についてはそれを待ってい

てもなかなか厳しいということで、今回、子育てについては、まず思い切った手を打

とうと、できる限り頑張ろうということでの様々な諸施策を予算化させて実行に移そ

うというふうなことで、今取り組んでおるところでございます。そこら辺も含めてで

すね、議員のほうからは御理解賜りたいというふうに思ってございます。

今回、副市長会、この後に春に行われますけども、副市長会で学校給食費の無償化
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についての話も出ました。ただ、それ単発ではなくて、やっぱり子育て支援の一環、

国のほうでも総合的な対策っていうことで検討してますんで、秋田県の市長会として

も、その一点だけでなくて、様々な子育て支援ありますので、そういったものを総合

的な対策を講ずるようにということで、その中の一つとして学校給食費についても、

この後、市長会、市長のほうで検討されると思いますけども、前段の副市長会議でも

そういった議論も出ましたので、この後、秋田県市長会としてもですね、そういった

話が全国市長会を通じて国のほうに行くのではないかというように思ってございま

す。

まあいずれ、９月の小野議員のときにもお話しましたけども、教育的視点というよ

りも、これは子育て支援の一環として、できるところからまず可能な限り一生懸命力

を入れて頑張っていこうということでの取組でございますので、御理解いただけるの

でないかと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） 佐藤観光文化スポーツ部長

【観光文化スポーツ部長 佐藤雅博 登壇】

○観光文化スポーツ部長（佐藤雅博） お疲れさまです。

私からは、オガーレの事業者登録の件について御説明します。

オガーレですけども、現時点でインボイスの適格請求者発行事業者登録は行ってお

ります。

で、オガーレなんですけども、出店者から販売手数料というふうな形をもっていた

だいておりまして、出店者の方が実際にじゃあ事業者登録をされているかどうかとい

うことについては、把握はしてございません。ただ、出店者に対しては、税務署等の

セミナー、そういったものがあるということは紹介をしております。

私からは以上です。

○議長（小松穂積） 議会の陳情採択に関する考え方と中小企業納税の。八端総務企画

部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） インボイス制度についてお答えしたいと思います。

安田議員が御指摘のとおり、納税義務のない免税事業者と当然課税事業者が取引を

するようになれば、その仕入控除ができなくなるということは、この制度でも明確に
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なっております。それで、ただ、公共事業とかそういう部分で、まあ入札とかそうい

う部分について免税事業者は排除するという部分の事例がどこかであったように記憶

しております。ただ、その場合は、優越的地位の濫用に当たるというような解釈のも

とで、それはいけませんよというのが国のほうから判断が出ていると思いますので、

当然その入札とかそういう部分に関わるところでその事業者を排除するということは

できないものというふうに思っております。で、当然そこら辺の部分では、当然その

免税事業者がその仕事を取るという場合も多分あると思いますので、そうなります

と、やっぱりどうしてもその課税事業者部分というのは、消費税を納めなければいけ

ないほうとしましては、多分負担増になるというふうなところだと思います。

まあ、いずれにしてもその免税事業者という方は、そのインボイス制度の開始前に

やっぱり準備しておく部分というのがあるかと思います。まあ当然、その自分の取引

相手がその課税事業者の割合が多いのか、免税事業者の割合が多いのかというところ

が当然出てくると思いますので、当然、課税事業者の割合が高い場合はやっぱりイン

ボイスのほうに、現行制度ですとやっぱりどうしても登録をしなければいけないので

はないかなというふうに思っております。それと、まあ免税事業者とか、あとは消費

者ですね、そことの取引が直接高い人は、まあ今までどおりでもいいのかなというふ

うには思っております。

ただいずれにしましても、それぞれ事業者のパターンによっていろいろとこう考え

方が変わってくるというところがあると思いますので、やっぱりそこはその判断をで

きるように税務署と連携しながらそういう制度的な部分をきちっと伝えていければと

いうふうに思っております。

ただ、その１２月で議会のほうに陳情があった件につきましては、そこについて

は、やっぱりそういう結果になったというところは考えなければいけないというふう

に思いますので、まあそういう部分でもし国のほう等に要望しなければならないとき

には、それはしかるべき手続をとってやっていかなければいけないというふうには

思っておりますが、ただ今現在の制度の中で進んでいくということであれば、先ほど

申し上げましたとおり、やっぱり自分が取引をしている方との兼ね合いを考えなが

ら、どうするかというところを検討しなければいけないのではないかなというふうに

は今現在思っております。
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以上であります。

○議長（小松穂積） さらにありませんか。４番安田議員

○４番（安田健次郎議員） 今、総務部長のお話した点について、ちょっとコメントさ

せていただきますけど、これは福島県の例なんだ、さっき言ったように。総務省で公

共事業を受託する業者いじめじゃないかって言ったら、しばらくはやりませんってい

う答えです。しばらく安心してもよさそうなんです。ただ、内々に聞きますと、諦め

たわけではないそうで、やっぱり登録してもらうというのが、やがては出るでしょ

うっていう憶測の話です。ですから、やっぱり最後はそういう中小業者に税負担を求

められると。ですからやっぱり、例えば市が発注する仕事に対してね、もらったほか

に税金、消費税、利益の一部ね取られるんだけども、ただここに例あるんだ。売上

げ、例えばね、売上げ３００万円で１０万８，９００円の消費税取ってる、で、や

るんだけどもね、それだけ目減りするっていうことですからね、大変なんです。だか

ら、まあオガーレの問題もそうでしょうけども、せっかくね納めてけれ、納めてけ

れって、これ売手が適格者名簿の対象になるわけだからね、売手の方々に負担をかけ

るようなことは控えてほしいなっていう願いを込めて質問したんで、だからあくまで

も制度上だからやむを得ないとこは分かるんですよ、税法だから。でもやっぱり市内

に関わるそういう方々に対してね、負担をね、やらせると、やっぱり不信感が出るっ

ていうことなので、まあ十分まずね、なるべくそういう負担はさせないような形の取

組も必要なんじゃないかなと思って、これだけはコメントです。

今、副市長が答えたことについて、もうちょっとね聞きたいんだけどもね、まあ財

源は限りがあるし、当然なんです。別にそのこと分からないわけでもないし、じゃあ

ね、財源がいっぱいあるとこだけそうやって進んだ取組をしてるかというと、そうで

もないところもあるんですよ、まずね。だから、前にも議論したんだけども、例えば

藤里町、井川町、それからね五城目、美郷町だって、あの小さなまちでいろんな補助

をね出したり、いろんな取組、福祉対策の強み出してる例は十分認識してると思うん

ですよね。だから財源だけの問題でもないところもある。で、限りあるのは当然分か

ります。

でね、財源がないから云々って言われちゃうと身も蓋もない。何で私が質問するか

というと、一般市民の今の暮らしっていうのは十分認識してもらいたいと思うんです
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よ。物価が高くて、農家に言わせれば、ひどい肥料が倍かかるんですよ。昨日、おっ

とい、農協さ行って聞いてきた。特定の肥料、２倍なる。一般の農家、市民の方々

は、食費が高くなって大変だという声は聞いてると思うんです。でね、まあ市長も、

なぜ今、婦人会がなくなったか、青年会がなくなったか、地域コミュニティがなく

なった、細々となった。聞いたことある、一般市民の声。例えば、若美町の、旧若美

の一番遠くの五明光の方々の高齢者だとかね、子どもを持つ親の声も聞いてもらいた

いんだ。原因があるんだよ。だからね、私が今質問、今回取り上げた質問は全部ね、

一般市民が大変なんだから、それに応える要望を私が申し上げただけの話です。それ

をね財源対策でしょうがないと言われちゃうと身も蓋もないわけだから、でも、副市

長、そういう言い方してないよ。そういう言い方はしてないんだけれども、やっぱり

ね、それの中でもね、こうやって工面してこういうのをやるべきだっていう質問です

からね、もう少し充実してほしいなっちゅう願いなんです。

で、まあ確かに恒久的に取り組まなきゃならないし、これからね、一喜一憂にぱっ

ぱっといかないという、それは分かります。だったら段階的にね、こういうふうなこ

とで男鹿市の子育ては充実していきますよと示していただければいいけども。単発的

にね、ぱっぱっとやったって、何かどこまでどうなのか分からないっていうこともあ

るんでね、もう少し、そうだったらそのような、計画的に段階的にこういう子育てを

やりますって出してもらいたい。

でね、時間がないんでやめますけども、教育長、何も別に、何回もこの間の聞い

たんだ。

今、学校給食法第１１条ね、ここにひな型あるんだけどもね。確かにね、２項で

ね、まあるる経費はあるんだけども、２項でね、学校給食費っていうのは、学校給食

を受ける児童または生徒が学校教育法第１６条に規定する保護者の負担とするってあ

る。ちゃんとあるんです。あるから進んだところと進まないところもある。で、教育

長は、この条項を盾にしてね、絶対やらないということなんだけど、じゃあ、この条

項があってもね、国会で文科省が自治体でやるのはやぶさかでないって答えてるのに

アンバランスなんですよ。ですから、賢明な教育長だから立派な理論だと思うんだけ

ども、だとすれば、この学校給食法の１１条に背いてやってる自治体は不法行為だか

というと、そうでもないです。国会の答弁あるんですよ。そういう給食法はそうなん
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だけれども、取り組む要因もあるんだと。文科省がそう言ってるわけだからね、必ず

しもそれだけ盾にしてさ、やっぱり何ぼかでも今の教育長いる間にもう少しさ進んだ

意味で、男鹿の地元の食材を使うとかさ、有機農法に基づいたものを作るとかさ、

いっぱいいろんな例聞いてると思うんですよね。ここにも例いっぱいある。あちこち

で給食の取組をしてる。そういう意味で、もう少し、いつの日かに検討してほしいと

いう要望だけしておきます。

で、あとまあ時間ないんですけども、副市長にね、確かに副市長の言うのも、そこ

の副市長という立場からいくとそうなんだけれども、一般市民っていうのはね、さっ

き言ったように今の生活が大変なんだと思うんですよ。そこら辺はどういうふうに認

識して、これからの行政に携わるかっていう点でね、もう一回コメント求めたいと思

う。

以上です。

○議長（小松穂積） 佐藤副市長

【副市長 佐藤博 登壇】

○副市長（佐藤博） 改めての御質問でございますけども、全国各地、全国でも、それ

から県内でもね、財政規模が小さいところが例えばその完全無償化をしてないだと

か、するだとかでは、これはないですね、多分ね。藤里町さんでは確か、東成瀬です

かね、どちらか、非常に小さい、人口規模の小さい、当然子どもの数も少ないという

ことで、まあ完全無償化、全体のその自治体の財政規模に対する完全無償化した場合

の財政の負荷度といいますかね、将来にわたってそれが継続できるのかっていうふう

なことで御判断されたと思いますから、何もその小さいから無理なのを頑張ってやっ

てるとかっていうことでは多分ないと思います。ちなみに秋田市では、とてもじゃな

いけども完全無償化は無理だと。もうやる前からちゃんちゃんと計算すれば、まあこ

れは無理だろうというふうなことをですね、まあこの前の副市長会でも秋田市の副市

長ともいろいろ話しましたけども、そういう意味ではなくて、やはりそれぞれの自治

体の財政を考え、将来的な財政を考えた場合に、一旦、要するに導入したら途中でや

めるっていうことはこれはできないだろうと。やはりしっかりと腹を据えてやるべき

だろうというふうなことでお話したものでございます。

それと、国への要望とか何かっていうことについてね、まあ何でも国に要望する
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と、市長会を通じて国に要望するということで、それで済むのかっていう話は確かに

あろうかと思います。で、中でもできることは市単独でもですね、自主財源をもって

やっているという思いでございます。

で、何で国のほうにそういったものを回してやるのかっていうと、先ほどもちょっ

と申し上げましたけども、やっぱりね、こういったものが教育の話ではございました

けども、子育てなり、教育と、だんだんその何か社会保障的なね意味合いの強い政策

は、やっぱりこれはそれぞれの自治体の財政規模なり、財政力なり、そういったもの

で、どこの市町村はやってる、どこの市町村はやってない、どこの県はやってる、ど

この県は途中でやめたというふうなことがないように、やっぱり国なり、県なりがで

すね、しっかりと責任持って制度を導入するっていうのがやっぱり筋だと思います。

まあ財政的にといいますか、財政学的に見れば、そういったものについては各基礎的

な自治体には負わせないと。それがエスカレートすると当然財政破綻を招くので、そ

こはやっぱり国なり、それに次ぐ県がやっぱり対応すべきだろうというふうなことで

の整理になってるわけですので、ぜひ安田議員の御党からもですね、国において声を

強くしてですね、そういったものの実現、拡充強化について要請していただければ、

また実現が早まるんではないかというふうに思ってございます。

それから最後に、市民の皆さんのですね、その生活なり、事業環境についてどう考

えてるのかと。本当に、私もともと農政といいますか、一次産業のほうの経験も、経

験といいますか、携わったことが長かったわけですし、私の実家も当然、２種兼農家

でございました。あれやこれや手を尽くしながら、まあ金を工面して、多分、私にか

かる教育費も相当多かったんでないかと思ってますので、もうそこら辺の状況は、私

なりには理解してるつもりですし、時間があればそれぞれのところに出向いて行っ

て、何とだというふうな声を、男鹿市内に来てからもですね、聞くように相勤めてい

るところでございます。まあそうした思いもあって、少なくとも今回のコロナなり、

それから物価高にあっては、国の交付金もちろん活用しましたけども、市の一般財源

なりの持ち出しも使って、やっぱり今支えないと、まかり間違って倒れてから後から

手を差し伸べてもこれは意味がないので、やっぱりそこはしっかりと支えようという

ふうなことで、この２年、３年にあってはですね、直接的な補塡も含めてですね、下

支えに鋭意取り組んできたつもりでございますし、それは市長からのそういった指示
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のもとに我々は精いっぱい支えてるつもりです。

ただ、いかんせん、状況が長引いてございますので、果たしてこの後もそういった

支援の仕方ができるのかとなると、やはりそこはもう一度立ち止まって考えてみなけ

ればいけないと。多分国のほうからの交付金も、もう来ないと思います。そうした状

況の中で、どういう形で市民の皆さんの生活を支えて事業活動を支援していくのかと

いうことをもう一度立ち止まって考え直して、やはりその直接的な支援というよりは

ですね、できれば経済活動を回しながらね、そうしたところで収益を上げてもらって

所得を増やして、それが市民の皆さんの生活に還元できるようなことをやっぱり応援

していく、支援していくというふうな立場でこれからは対応していかなければならな

いんじゃないかというふうに思ってございますので、安田議員からもぜひ御支援のほ

どお願いしたいと思います。

○議長（小松穂積） 鈴木教育長

【教育長 鈴木雅彦 登壇】

○教育長（鈴木雅彦） 安田議員の再質問にお答えいたします。

設置者が学校給食費を補助することに関しての文科省の見解に関することでござい

ますが、議員御指摘のように、現在、学校給食費の完全無償化、あるいは一部を補助

している自治体があるわけでございますが、この実施の根拠は、文部科学省の学校健

康教育課のほうで示しました「学校教育法第１１条は経費の負担関係を明らかにした

ものであり、保護者の負担軽減を禁止する趣旨のものではない。」この見解に基づく

ものであります。これに基づいて自治体の判断により実施しているということになり

ます。

教育施策は、そもそも児童生徒を対象として実施するものでありまして、やはり施

策としての効果なり、成果が求められます。で、学校給食の無償化につきましては、

子どもに対する支援、直接的な支援ではなくて、保護者への経済的な支援、先ほど副

市長のほうから答弁ございましたように子育て支援の一つということになります。で

すから、児童生徒にとっては教育施策としての成果も課題も出てくるものではないと

いうことで、教育施策としてはなじまないと捉えております。

教育委員会では、財源を教育環境の充実のために投入し、子ども一人一人の未来、

そして男鹿市の将来を支える人材の育成、これに最大限力を傾注してまいりたいと考
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えておりますので、どうか御理解賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） ４番安田健次郎議員の質問を終結いたします。

○４番（安田健次郎議員） 終わります。ありがとうございました。

○議長（小松穂積） 次に、１５番田井博之議員の発言を許します。なお、田井博之議

員からは、一問一答方式によりたいとの通告がありますので、これを認めます。１５

番田井議員

【１５番 田井博之議員 登壇】

○１５番（田井博之議員） 皆さん、おはようございます。

本日は、一般質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。そして、傍聴席

の皆様、早朝から足を運んでいただき、誠にありがとうございます。僕としては、男

鹿市の未来を明るくすることへの思いを質問としてぶつけていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

では、１番目の質問です。地域おこし協力隊について。

現状での地域おこし協力隊の在り方について、必要人数や活動が男鹿市の活性化に

つながっていくのかを、予算計上や必要人数などの観点からその重要性を伺います。

では１つ目の質問です。任期満了後もその地域に定住してもらうことを目指す取組

ではあるが、活動を終えた協力隊員は、出身地や友人関係などに向けて、現在も男鹿

市のアピール等の広報活動なるものを継続的に行っているものか。

二つ目です。協力隊員自身が、男鹿市の魅力を真に理解しながら地域の維持・強化

に資する活動を行い、そのために予算を割いているということに自覚や責任感をもっ

て職務に挑んでいるのか。

以上、お伺いいたします。

２番目の質問です。新型コロナウイルス感染症対策について。

２０２０年１月に国内で初めて新型コロナウイルス感染者が確認されてから約３年

が経過し、様々な感染予防対策が打ち出されてきました。現在、政府は５月から感染

法上の分類の位置づけを、２類相当から５類に移行する方針を発表しました。これ

は、「季節性インフルエンザ」と同じ扱いとなりますが、男鹿市としての今後の対応

を伺います。

一つ目です。男鹿市はこれまで、新型コロナウイルス感染症対策に関わる指針とし
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て、感染拡大の状況や、国・県の対策等を勘案しながら、都度その対応を見直してき

たところであり、罹患した際などの行動制限や就業制限が国の方針どおり解除された

場合、生活上で開放される部分は大きいものの、市中感染や職場クラスターがより一

層増加することも懸念されるが、男鹿市として独自の対策は検討しているものか。

二つ目です。マスクの着用については「個人の判断に委ねる」との方針が示されて

いますが、男鹿市にとってどのような有益性があるものか。

以上、御答弁よろしくお願いします。

○議長（小松穂積） 答弁を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 田井議員の御質問にお答えします。

御質問の第１点は、地域おこし協力隊について、まず、協力隊退任後の活動につい

てであります。

平成２３年度に初めて着任があって以降、これまで本市に赴任し、退任した地域お

こし協力隊は１１名で、このうち５名が現在も市内に定住しており、中には着任期間

中と同様、ＳＮＳを使って男鹿での活動状況やイベント情報などを発信している方も

おります。また、市役所を訪れてくれる方やイベント情報をメールでお知らせしてい

る方とのやり取りを通して、彼らが男鹿に変わらぬ愛着を持っていること、そうした

彼らの存在自体が本市のイメージアップにつながっていることを実感しております。

次に、仕事に臨む姿勢についてであります。

現在、本市では、移住定住促進業務に４名、観光振興業務に２名の計６名の協力隊

が精力的に活動しております。また、来年度は、将来、梨農家としての就農を目指す

隊員２名を募集する予定であります。

協力隊の活動の一例を申し上げますと、移住施策の核となる移住定住ポータルサイ

ト「おが住」を立ち上げから運用まで手がけているほか、ＳＮＳを活用した情報発

信、移住イベントへの出展等に積極的に取り組んでおります。

こうした活動が評価され、本市の協力隊が、来月１９日に開催される総務省主催の

「地域おこし協力隊全国サミット」において、全国で活動する約６，０００名の現役

協力隊の中から唯一指名を受けゲストとして出席することとなりました。

また、子育て世帯向け情報発信ツールとして来月開設する「おがっこネウボラ公式
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インスタグラム」は、協力隊の声かけから始まって実現した取組であり、来年度計画

している関西圏での移住イベントへの出展も協力隊からの提案であります。

このほか、先般のなまはげ柴灯まつりでは外国人観光客の通訳を務めるなど、自身

の経験やスキルを生かして主体的に活動しており、職員と肩を並べるほどの自覚と責

任感を持って職務を担っております。

全国の自治体の中から男鹿を選んで着任した協力隊の本市に対する熱い思いは、私

と何ら遜色ないものと認識しております。

御質問の第２点は、新型コロナウイルス感染症対策についてであります。

まず、５類移行後の市の独自対策についてであります。

３年に及ぶ新型コロナウイルス感染症との闘いの中で、市では一貫して、国の方針

や県の対策等に基づき、マスクの着用や手洗い、三密の回避、換気など基本的な感染

対策の実施を市民に呼びかけるとともに、感染の拡大と重症化を予防するため、ワク

チン接種に精力的に取り組んでまいりました。

こうした基本的な感染対策については、国が科学的な知見に基づいて一元的に示

し、全国一律に取り組むことで、初めて公衆衛生上の効果が発現するものであると認

識しております。

このため、２類から５類への移行に当たり、市として、国の方針とは別に独自の対

策を講じることは考えておりませんし、また、そうした対策をとるための知見も持ち

合わせておりません。

現在、国において、感染症法上の位置づけの変更に伴って、今後のワクチン接種や

医療体制、医療費の自己負担の在り方等について検討が進められており、近く具体の

スケジュール等が示されると思いますので、情報が入り次第、市民の皆様に速やかに

提供してまいります。

また、マスク着用については、感染防止に一定の効果があり、基本的な感染対策の

一つとして、新型コロナの流行が始まった直後から推奨されてきましたが、一方で、

子どもが大人の表情を読み取ることができないことによる発育への影響や、熱中症に

かかりやすいといったリスクも指摘されていたところであります。

コロナ禍の象徴だったマスクの着用の緩和は、感染拡大前の日常に少しずつ向かっ

ているという喜びにつながるとともに、子どもの健全な成育をはじめ、児童生徒の学
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校生活や市民の社会経済活動の活性化に好影響を与えるものと考えております。

もとより、新型コロナウイルス感染症が完全に収束したわけでも、感染対策が不要

になったわけでもありません。

市としましては、マスク着用について、個人の判断に委ねることを基本に、国が示

した着用が効果的な場面の目安を基に、市民が必要な行動をとれるよう、また、混乱

やトラブルが生じないよう、県並びに各関係機関と連携をとりながら丁寧に情報提供

を行ってまいります。

以上であります。

○議長（小松穂積） 再質問ありませんか。１５番田井議員

○１５番（田井博之議員） まず、地域おこし協力隊についてなんですけども、まあ皆

さん頑張ってくれていることはよく分かりました。でも、具体的にというか、どれぐ

らいの人数がおこし協力隊員の協力によって男鹿に来てもらってるのか。そういうと

ころの数字の把握とかもされてるのでしょうか。

それと、まあ地域の人からもよく聞かれるんで……。

○議長（小松穂積） 田井議員、ちょっと一問一答だから、まず一つずつ詰めてみてく

ださい。

○１５番（田井博之議員） はい。まず、具体的な数字を。

○議長（小松穂積） 答弁もあったようですけど、再度。八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） 移住者の人数ということになるかと思いますが、今年度

は２１世帯が移住してきておりますので、まあ成果は出てきているというふうに考え

ております。

○議長（小松穂積） さらに。１５番

○１５番（田井博之議員） それは、地域おこし協力隊の皆さんの活躍での成果でしょ

うか。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） お答えいたします。

まあ２１世帯全てが協力隊の力ということではないかと思いますが、ただ、その線
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引きというのはかなり難しいところがあると思いますが、実際にやっぱり協力隊のい

ろいろな情報発信を基に来てる方もいるということは事実でございますので、そこら

辺については成果が出てきているというふうには考えております。

○議長（小松穂積） さらに。１５番田井議員

○１５番（田井博之議員） 何でこういうことを言うかと申しますと、地域の、男鹿市

の地域の皆さんが地域おこし協力隊のことについて、まあ変な言い方ですけど、意義

があるのかとか、ちゃんと機能してるのかとか、そういう質問をよく受けるんです。

まあそのときの答えとして僕はこういう質問をしてるんですけども、やっぱりその

方、地域の方たちとのコミュニケーションも、地域おこし協力隊の皆さんの、まあ

やってるとは思うんですけど、もっともっとコミュニケーションを図っていただい

て、地域の皆さんの御理解を深めたいと思いますけど、その件について御答弁をお願

いします。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） 地域とのコミュニティというところでございますが、そ

こら辺については、今活動している協力隊の方々はできているというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（小松穂積） さらに。１５番

○１５番（田井博之議員） すいませんけど、地域の皆さんが知らないとか役割を理解

していないという現状もあるので、その把握を本当にされて、どういうふうなコミュ

ニケーションをして、まあ月一回どういうことをしてるのかとか、具体的なことを僕

は聞いてるんですけども。

○議長（小松穂積） 暫時休憩いたします。

午前１１時３２分 休 憩

午前１１時３３分 再 開

○議長（小松穂積） 再開いたします。

１５番田井議員

○１５番（田井博之議員） 地域おこし協力隊については納得しました。これからもよ
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ろしくお願いします。

２番目の新型コロナウイルス感染症対策についてですけども、まあ２類から５類に

移行した場合、いろんなことが緩和されていくと思うんですけど、まあ行動制限も一

つなんですけど、そのまあ安心して遊んだり、買物したりすることができる男鹿にこ

れからなっていきたいと思うんですが、そのことに対しての具体策はありますか。

○議長（小松穂積） 伊藤市民福祉部長

【市民福祉部長 伊藤徹 登壇】

○市民福祉部長（伊藤徹） お答えいたします。

国におきましても、昨今のこの感染の状況ですとか、コロナの全体的な流れを見

て、今後、法律上の位置づけを５類に移行したり、いろんなこれまでかけていた規制

を緩めることによって社会経済活動を活発化していこうということで、今進めている

ところでございまして、それについて、今後、安心して遊んだり、買物したりできる

かというお話になると、それとはまた少し状況は違いまして、やはり個人個人が感染

には気をつけるべきであると、そこはマスクの着用も含めて個人の判断に任せられて

くるわけでございますので、規制が緩和されたからといって、何の対策もなしに安心

して遊んだり、買物したりできるということになるわけではないわけであります。な

ので、この後は自分の責任でもって、自分の判断でそれぞれが感染予防対策をしてい

ただくと、そういったことになってこようかと思います。

○議長（小松穂積） さらに。１５番田井議員

○１５番（田井博之議員） ５類に移行するということは、先ほど申し上げたとおり、

季節性インフルエンザと同じということでの認識を市民の皆さんにもってもらうため

に、こう前向きにね、こう何か市で取り組む策というか、案があるのか。で、やっぱ

りインフルエンザはワクチン等で警戒はしますけども、まあ季節性ということもあっ

てね、冬に気をつけたり、まあ最近は夏でもインフルエンザうつるぐらいですから、

まあ安心はできないんですけど、５類になってインフルエンザ同等の感染症というこ

とになれば、もうちょっとこう安心できる何かこう、まあ自分で気をつけろと言われ

てしまえばそれまでなんですけども、何かこうね、安心、先ほども言う安心する、こ

の自己責任だけじゃなくて、こう大丈夫ですよとまでは言いませんけど、もっと安心

感を植え付けれるような何かが欲しいんですけども。
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○議長（小松穂積） 伊藤市民福祉部長

まあメッセージ的な発信があれば、一番喜ぶのかもしれないけれども。

【市民福祉部長 伊藤徹 登壇】

○市民福祉部長（伊藤徹） まあ法律上の位置づけが２類から５類へ移行されまして、

インフルエンザと同じ扱いになるわけではございますけれども、新型コロナウイルス

感染症そのものがなくなるわけでもございませんし、また、感染が弱まるわけでもな

く、症状が軽くなるというわけでもございません。ですので、ただこれまでは、まあ

何といいますか、ちょっと今の社会状況を鑑みますと、少し過剰気味に日本では対策

をとってきたところ、これをもう少し緩めてこれまでの日常にだんだん戻っていって

もいいんじゃないかという、そういう判断で国では動いていると、私考えておりま

す。

で、病気そのもの、感染症そのものはですね、これまでと変わらないわけですの

で、やはりインフルエンザと同じ扱いになったからといって、季節性のインフルエン

ザと同程度の軽い病気であるとは一概には言えないと、そこは変わらないわけですの

で、やはり自分の、全体的な社会での規制というのは緩くはなるわけですけれども、

やはり自らかからないようにする努力、これは相変わらず必要であるというふうに考

えております。

○議長（小松穂積） 暫時休憩いたします。

午前１１時３９分 休 憩

午前１１時３９分 再 開

○議長（小松穂積） 再開いたします。

伊藤市民福祉部長

【市民福祉部長 伊藤徹 登壇】

○市民福祉部長（伊藤徹） この病気に対する対策としまして、市として独自の対策と

いうのは特段ないわけでございますけれども、やはりこの後ですね、国の方針等に従

いまして、やはりこの後の行動については、まあ何といいますか、これまでのような

規制ではなく、自己責任といいますか、自分の判断で対策を行ってくださいというよ

うなことをですね、やはり市民の方に十分お知らせしていくと。まあ結局、５類へ移
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行したからといって、これまでとは全く違って、病気が軽くなるというわけではあり

ませんので、まあ十分注意してくださいねと、そういうふうなまあ広報といいます

か、それとともにマスクの着用等につきましても、まあ今度は、まずあくまでも自己

責任、自分の判断でということになります。で、これまではマスクを着用していない

とお店に入れないですとか、そういったこともあったわけですけれども、そういった

トラブルが起きないように、十分市としては市民の方に周知してまいりたいというふ

うに考えております。

○議長（小松穂積） 佐藤副市長

【副市長 佐藤博 登壇】

○副市長（佐藤博） 補足なるかどうか分かりませんけども、多分田井議員がおっしゃ

るように、もうその感染症法上の位置づけがね変わるんだったら、みんな諸手を挙げ

て、もうコロナ終わったということでね、何ら規制もなくマスクもなく、そういった

コロナ禍前の日常なりね、行動に戻って、そうなれば多分一番いいと思います。多

分、国もそうでしょうし、我々もそう思ってますし、市民の皆さん全員がそう思って

るんでしょう。ただ、そこまではまだ至っていないと。初めての病気ですし、季節性

インフルエンザのように経験があるわけでもございません。ですから、国は今回、先

ほど部長が話しましたように、これまでのその対策は少し、何といいますか、慎重

に、決してね、そういったクラスターとかそういうものが起こらないように、増えな

いようにということで相当厳しくやってきて、今、今日に至ってるわけですけども、

少しそれは緩めてもいいだろうというふうなことでございますけども、一方でやっぱ

りね、まるっきり季節性のインフルエンザと同じかとなると、当然これは、多分確実

に年に１回ないし数回ですね、また感染の波は多分二、三年は来るだろうというふう

なそうした専門家の意見もありますのでね、諸手を挙げてというわけにはいかない

と。

で、我々が大事なのは、先ほど答弁しましたように、市が何か特別なことをやると

かではなくて、やっぱりここは国のほうの、国がしっかりと科学的な知見に基づいて

ね、こういう場合はこうしてください、こういう場合はいいですよというふうなこと

を言ってますし、また、ワクチンもね、高齢者の方は年２回、一般の方も１回打った

ほうがいいですよというふうなことの準備もこれから進める段取りになっております
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ので、そこはやっぱりね、やっぱり足取り、歩調を合わせてやっぱりやるべきだろう

と、私は思ってございます。

特に、市民の皆さんにはね、全部皆さん基本的に自己責任ですからといっても、こ

れはどこをどう自己責任にすればいいのという話になりますので、マスクつけてもら

わなきゃいけない場面はこうですよというふうな、そういった形でのやっぱり、まあ

リスクコミュニケーションといいますかね、市民の皆さんに分かりやすい情報をお伝

えしたいと。

大事なのは、高齢者の方々と、医療現場の、医療の逼迫を起こさないということで

す。この２点です。ですから、国のほうでも言ってるように、高齢者施設に行く場

合、もしくはね高齢者の方と会う場合には、やっぱり気をつけてくださいと。マスク

をつけて、施設に入る場合はやってくださいよと。病院も同じですよね。それから、

医療現場の逼迫を抑えるためには、やっぱりマスクはそれは場面場面で有効な場面で

しかつけなくてもいいですけども、手洗いですとか換気ですとか、そういった基本的

な感染対策はこれからもやってくださいと。そうすることによって、一般の方のコロ

ナの感染数が減りますので、そうすれば、かかりましたよっていって急いで病院に

行ったりする方も少なくなりますし、本来はね高齢者以外の方々は、コロナは、基礎

疾患ないんであれば、一旦熱上がるでしょうけども、安静にしてればいいんですよ、

うちで。解熱剤飲んで。対処療法の薬飲んで、うちで安静にしてると。病院に行かな

いと。こういうことをね、しっかりやることによって、通常の医療、みなと市民病院

で今、手術しなきゃいけない、入院しなきゃいけない方がベッド空かないっていうこ

と、そんなことならないように我々も気遣ってやっていくと、そういうことを市民の

皆さんに呼びかけて、高齢者をしっかりと配慮すること、病院の医療逼迫を起こさな

いように注意すること、この２点、あとは場面を限定しながら、こういう場合はマス

クつけてくださいというふうな形での情報伝達に県と一緒になって取り組んでまいり

たいというふうに思ってございます。

○議長（小松穂積） さらに。１５番田井議員

○１５番（田井博之議員） 副市長言われることはよく分かるんですけど、まあ僕も

ちょっと調べてきたんですけど、やっぱりこういうガイドラインとか、５類になれば

どういうことが緩和できるのかというのがちゃんと書いてあるガイドラインがあるん



- 59 -

です。こういう、まあ簡単なガイドラインでも結構なので、ちゃんとした表とかでも

ね、書いてあるんですよ。こういう分かりやすいガイドラインを市として作成しても

らって市民の人に配ってもらえたら、より安心感が出るかなと思うんですけど、僕は

先日ちょっとまあ仕事で大阪に行ってきたんですけど、５月に５類に移行されるとい

うことで、みんな喜んでます。遊べる。仕事で行ける。自由に行動できる。経済が発

展する。そういうふうに５類に移行することを前向きに捉えてる人が多いんです。ま

あ確かに注意すべきところはありますよ。でも、僕が大事に思ってるのは、まあマス

ク着用のこともそうですけど、この５類になることによって男鹿市に笑顔が戻る、そ

ういうことが大切かなと思ってます。マスクつけて、人の笑顔はなかなか判断できな

いし、ましてや顔を覚えることも難しい中で、僕はこの５類に移行することが本当

の、まあ日本全国においても各地域においても僕はチャンスやと思ってるので、この

チャンスを生かすべく、この対策を当局、市役所の皆さんが市民の皆さんに示してい

ただければありがたいんですが、このガイドラインを作るという方針はありますか。

○議長（小松穂積） 伊藤市民福祉部長

【市民福祉部長 伊藤徹 登壇】

○市民福祉部長（伊藤徹） ガイドラインということですけれども、これは国からも県

からも表のような形で示されたものがございますので、当然それらを市としては市民

の方に伝えていくということになります。

で、議員のお話の中で、５類への移行を大変前向きに捉えてる方が多いということ

で、それは、まあ国としても思うところといいますか、やっぱり前向きに捉えてです

ね、これまで抑え気味だった社会経済活動を活発化していっていただきたいというこ

とだと思いますので、市としましても、必要以上に恐れないと、これ以降はですね、

そういったことを念頭に置きながら、しっかりとガイドライン示していきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） さらに。１５番田井議員

○１５番（田井博之議員） まあそれは分かるんですけどね、マスク着用を、まあこれ

も言い方悪いですよ、言い方悪いですけど、利用して、自分が誰か分からんように過

ごされてる人も少なからずいてると思うんです。正体がばれないっていうたら言い方

が変ですけども。
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（「何の正体」と言う者あり）

○１５番（田井博之議員） 自分の顔分からんように。あのね、まあ人の顔を覚えると

か表情を見るとか、まあしたくない人もいてると思うんですけど、したくない人はし

たくない人でいいんですけど、やっぱり具体的にね書類として、もう５月なんで、小

さなガイドラインでもいいので作成してもらえたら、僕は５月から男鹿市に笑顔が戻

ると思います。

以上です。

○議長（小松穂積） 答え要りますか。

○１５番（田井博之議員） 要りません。

○議長（小松穂積） １５番田井博之議員の質問を終結いたします。

○１５番（田井博之議員） ありがとうございました。

○議長（小松穂積） 喫飯のため午後１時まで休憩いたします。

午前１１時５０分 休 憩

午後 ０時５９分 再 開

○議長（小松穂積） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、７番船木正博議員の発言を許します。なお、船木正博議員からは、一問一答

方式によりたいとの通告がありますので、これを認めます。７番船木議員

【７番 船木正博議員 登壇】

○７番（船木正博議員） 皆さん、こんにちは。市民クラブの船木正博です。

傍聴席の皆さんには、市政に関心を持っていただき、誠にありがとうございます。

今回は、「ＤＸ社会に向けて、住みたくなるような男鹿」をコンセプトに、人口の推

移を基に将来の男鹿のありようについて考えてみたいと思います。市民の代弁者とし

て誠心誠意質問させていただきますので、御清聴のほどよろしくお願いします。

それでは、通告に基づき、順次質問してまいります。

第１問目は、本市のテレワーク事情とＤＸについてであります。

現状のコロナ禍での社会的現象として働き方が変化しており、企業の多くがウェブ

環境によるリモート勤務を導入している。仕事の場は個人の自由裁量で決めることが

できるようになってきている。その意味では、国定公園男鹿への在住は際立って魅力
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的であると考える。あらゆる年齢層や個人的事情に合わせ、モデリングにより住みや

すさの要素を体系化し、柔軟かつ適切で魅力的な導引政策が必要ではないか。時代に

合わせた対策が必要である。他市町村では、このことに積極的に取り組み、成果を出

している自治体があるようです。

本市では、在宅勤務人が住みたくなる男鹿となるような、何か手を打っているの

か。また、レンタルオフィスやコワーキングスペースなどのテレワーク対応施設の整

備状況及び利用状況はどうなっているのか。また、今後のデジタル技術社会を見据

え、ＤＸのデジタル変革に向けた取組や政策は持っているのか知りたいところであ

る。

そこで、これまでの施策や現状、進め方はどうだったのか。それと、本市の課題、

今後の政策等をお聞きするため、以下の質問です。

１、在宅ワークで住みたくなる男鹿となるような施策は実施しているのか。

２、テレワーク対応施設の整備状況及び利用状況はどうか。

３、ウェブ環境で本市の抱える問題点、課題とは何か。

４、ＤＸ化に向けた取組はなされているのか。

５、デジタル推進に向けた基本政策はあるのか。

以上、これらについてお答え願います。

次に、第２問目は、男鹿市の人口の推移と今後の課題について質問いたします。

本市は、男鹿国定公園、男鹿のナマハゲなど有数の観光資源を持つ地域ではある

が、急速に進む少子化や高齢化の問題を抱え、行政運営にも重くのしかかっている。

そこで、人口の変動や今後の推移などを確認し、問題点などを挙げていきたいと思

う。

男鹿市の総人口は減少傾向で推移し、１９８０年の４万７，８２９人を最高に継続

的に減少が進んでいる。２０４０年の人口予測数の１万６，３２８人と比較すると３

万１，５０１人の差があり、６６パーセント程度の人口減少が予想される。総人口の

減少率が６６パーセントと大幅な男鹿市は、この先、地域文化の継承や地域の維持が

困難になる恐れが出てくるであろう。

男鹿市の年少人口は、１９８０年の１万４８８人を最高に推移しており、２０４０

年の人口予測数の９６６人と比較すると９，５２２人の差があり、９１パーセント程
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度の人口減少が予想される。年少人口の減少率が９１パーセントと大幅な男鹿市は、

総人口の減少と合わせ、地域の過疎化、空き地や放棄地などの問題を抱えている。ま

た、大幅に減少が進むことで、自治体存続自体が危ぶまれる。年代ごとの減少状況を

確認し、今後の対策をとる必要があるだろう。今後の推移を見守りたい。

男鹿市の生産年齢人口は、この先も継続的に減少が進む可能性が高い。生産年齢人

口は、１９８０年の３万１，７２９人を最高に推移しており、２０４０年の人口予測

数の７，１２１人と比較すると２万４，６０８人の差があり、７８パーセント程度の

人口減少が予想されている。生産年齢人口の減少率が７８パーセントと大幅な数値を

示しており、今後も減少が続くと、生産年齢人口不足による過疎化や高齢化で深刻な

状態も考えられ、危機的状態である。

男鹿市の老年人口は、２０２０年の予測人口数の１万１，８０８人を最高に推移し

ているが、１９８０年の５，６１２人と２０４０年の８，２４１人と比較すると２，

６２９人ほどの増加で、１４６パーセント程度の上昇率での人口増加が予想される。

高齢者の雇用問題や地域コミュニティ、自治会、福祉問題等、幅広い対応が必要であ

る。

以上、これまで述べた人口の推移の予想を基に、以下のことを質問する。

１、総人口減少により地域文化の継承や地域の維持が困難になる恐れが出てくる。

このことをどう考え、対処するのか。

２、地域の過疎化、空き地や放棄地などの問題を抱えている。このことをどう取り

組んでいくのか。

３、大幅に減少が進むことで、自治体存続自体が危ぶまれる。年代ごとの減少状況

を確認し、今後の対策をとる必要があると思うがどうか。

４、生産年齢人口不足による過疎化や高齢化で深刻な状態も考えられる。この危機

的状態をどう捉え、対策はあるのか。

５、高齢者の雇用問題や地域コミュニティ、自治会、福祉問題等、幅広い対応が必

要である。現状はどうなっているのか、今後の取組方はどうか。

以上、これらの５点についてお答えください。

ということで、以上大きく分けて２項目の質問でした。それぞれについて、市長の

誠意ある御答弁を期待しております。
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○議長（小松穂積） 答弁を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 船木議員の御質問にお答えします。

御質問の第１点は、本市のテレワーク事情とＤＸについてであります。

まず、テレワークを推進する施策についてであります。

新型コロナウイルス感染症の流行や働き方改革を背景に、都市部を中心にテレワー

クを導入する企業が増えているほか、働く場所を自分で選択できる社会環境が整備さ

れてきたことを受けて、地方へのテレワーク移住が注目されております。

このため、転勤等によらず、自らの意思で東京圏から本市に移住し、テレワークに

より従前の仕事を続ける方に対し移住支援金を支給する制度を設けており、この支援

制度により、今年度１名が本市に移住し、在宅で営業活動や顧客管理等の業務を行っ

ております。

次に、快適にテレワークをするための環境についてであります。

テレワークに対する企業の考え方や従業員のニーズを把握するため、今年度、本市

を拠点に仕事と余暇活動を組み合わせた新しい働き方、いわゆるワーケーションを実

施する企業や団体に対する助成制度を創設し、広く募集したところ、東京に本社のあ

るＩＴ関連企業の社員とワーケーション推進団体の職員、合わせて７名が、３泊４日

の日程で本市でのワーケーションを体験しております。

参加者との意見交換や実施後のアンケート調査から、机や照明などの執務環境の向

上や、会議の開催場所等が必要との意見があったほか、レンタルオフィスやコワー

キングスペースといったテレワークに対応する専用施設の整備を望む声も寄せられて

おります。

こうした課題への対応については、現在、民間事業者が男鹿駅前の歴史ある建造物

を改修し、シェアオフィスの開業準備を進めていると伺っており、駅周辺のにぎわい

創出と併せ、テレワークの環境整備が進展するものと期待しております。

また、ウェブ環境については、Ｗｉ－Ｆｉ環境と電源があれば困ることはないとの

意見をいただいており、市内全域に光通信網が整備されている本市においては、現状

で十分テレワークが可能と認識しております。

こうしたことから、移住希望者に対しては、美しい自然景観をはじめ、余暇の海釣
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りや磯遊び、良質な水道水、さらには災害が少ない気象立地など、本市ならではの魅

力あふれる充実した生活とともに、生活の基盤となる収入を得る手段として、テレ

ワークも選択肢として有効であることをアピールしてまいります。

次に、ＤＸの取組とデジタル化の基本政策についてであります。

現在、市では様々な分野でＩＣＴ技術を積極的に活用し、市民が暮らしやすい地域

づくりを推進するための指針として、今年度、男鹿市ＤＸ推進計画の策定を進めてお

ります。

この計画では、デジタル技術の活用分野を行政、産業、くらしの３分野に分類して

おり、例えば、行政分野では、各種証明書の申請手続のオンライン化など、行政手続

における市民の利便性の向上を図りつつ、行政事務の効率化や効果的な政策立案に取

り組める環境整備を図ってまいります。

また、産業分野では、自動運転トラクターや直進アシスト田植機などのスマート農

業の推進、ＶＲ／ＡＲを使った観光コンテンツの整備など、生産性の向上や新たな付

加価値の創出につながる取組を進めてまいります。

くらし分野では、デジタル技術を活用した高齢者の見守りサービスや防災アプリな

ど、健康、介護、交通、教育、防災など、日常生活に関わる様々な分野で、市民生活

の利便性や快適性、安全性の向上を図ってまいります。

こうした内容を盛り込みながらＤＸ推進計画として本市の構想を取りまとめる一

方、日々進化していくデジタル化の恩恵をいち早く市民の皆様に提供するため、令和

５年度の当初予算案に、ウェブ版ハザードマップの構築やＬＩＮＥを利用した施設予

約システムの導入など、ＤＸの取組に要する経費を計上しております。

こうした取組を着実に推進し、市民に寄り添ったサービスの提供や新たな価値を創

出することで、暮らしやすい男鹿市を目指していきたいと考えております。

御質問の第２点は、男鹿市の人口の推移と今後の課題についてであります。

まず、地域文化の継承についてであります。

市では、ナマハゲやトウニン行事、北浦鹿島まつりなど市内の無形民俗文化財に対

し、行事の実施に必要な用具の調達費を助成することで、行事の継続と後継者の育成

を支援しております。

また、芸術文化においては、秋田船方節全国大会や市民文化祭の開催などを通し
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て、芸術文化の保存と芸術団体の活動を後押ししているほか、継承が困難な文化財に

関しては、文化財報告集などの刊行物や映像を記録保存することで、後世の研究や行

事の復活に寄与できるよう整備しております。

こうした中、先般開催された「柴灯まつり」の最終日に、なまはげ役を務めた真山

地区の若者との会話の中で、なはまげやまつりに対する彼の熱い思いと力強い覚悟の

言葉を聞き、改めて、地域文化の継承には、何よりも地元の方々が自分たちの文化に

誇りを持ち、後世に伝えていくという固い信念が大切であると痛感した次第でありま

す。

しかしながら、議員御指摘のとおり、現実の問題として少子高齢化により地域文化

の担い手の確保が難しくなってきていることも事実であります。

６０回目を迎えた今回の「柴灯まつり」では、全国からナマハゲ伝道士が運営ス

タッフとして参加し、まつりを支える新たな試みが行われたところであり、今後と

も、男鹿の文化を愛し、支援してくださる方々からの支援も得ながら、市民の皆様と

ともに地域文化の継承に努めてまいります。

次に、空き地や放棄地などへの取組についてであります。

空き家・空き地については、空き家対策を効果的・効率的に進めるため「男鹿市空

家等対策協議会」を組織し、適正な管理や除却、利活用等に総合的に取り組んでおり

ます。

特に、観光スポットでの朽ち果てた空き家や雑草の生い繁った空き地は、景勝地男

鹿のせっかくの景観に水を差すことにもなります。

そうした観点から、八望台や寒風山の老朽化した建物を市が主導して解体できたこ

とはよかったと考えており、今後は解体後の空き地の利活用にも取り組んでまいりま

す。

また、耕作放棄地については、農業委員による日々の巡回などを通じて農地の現状

を把握するとともに、適切に管理されていない農地の所有者に対しては改善を求めて

おります。

令和５年度の当初予算案には、１０年後を見据えた上で、農地の耕作が可能な方、

高齢化などにより耕作ができなくなる方などを把握するための意向調査費を計上して

おり、この調査結果を基に、耕作の継続可能な方に対し農地の集積を促し、耕作放棄
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地の発生防止に取り組んでまいります。

次に、年代ごとの減少状況及び生産年齢人口の減少への対応策についてでありま

す。

本市の年齢３区分別人口では、年少人口及び生産年齢人口が減少しながら老年人口

が増加する、いわゆる少子高齢化が顕著になっており、しばらくはこの傾向が続くも

のと認識しております。

日本の総人口が減少している中で、高齢者比率の高い本市の人口構成のもとでは、

短期間でこの流れを改善することは困難でありますが、自然減を抑制する少子化対策

をはじめ、社会減を食い止める移住・定住対策、そしてこの両方を支える地場産業の

振興に力を入れてまいりたいと考えております。

具体的には、特に少子化対策として、新たに市独自に第１子からの保育料を完全無

償化するとともに、在宅で保育する世帯に対し月額１万円の支援金の給付や、物価高

にあっても保護者の経済的負担が増えないよう学校給食費の一部を支援するほか、令

和７年４月の開園を念頭に船越認定こども園を整備するなど、ハード・ソフト両面に

わたって「子育て環境日本一」を目指した取組を推進し、少子化の歯止めに努めてま

いります。

移住対策としては、将来人口への影響が大きい子育て世帯をターゲットとした住宅

取得への手厚い支援を実施してまいります。

また、地場産業の振興として、観光では、コロナ禍からのいち早い再起動を目指し

て、観光コンテンツの磨き上げやインバウンド対応など、稼ぐ観光の確立に取り組ん

でまいります。

農業では、男鹿産ブランド農作物の維持・拡大に向けた意欲的な取組を後押しする

とともに、遅れている旧男鹿市での圃場整備を加速するほか、漁業では、新たにマガ

キ、ギバサ、サーモンなどの蓄養殖技術の確立や稚魚等の放流拡大を通じて、持続可

能な漁業を推進してまいります。

また、秋田県沖での洋上風力発電事業の進展を踏まえ、地元企業の参入促進や、洋

上風力発電の人材育成の拠点づくりを推進するなど、若い世代が男鹿で生活していく

上でベースとなる雇用の場の確保・創出を図ってまいります。

人口減少対策には特効薬も奇策もなく、その成果も一朝一夕に現われるものではあ
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りません。こうした施策を地道に継続して取り組んでいくことが肝要と考えておりま

すが、推進に当たって私が最も大切にしていることは、その取組が次代を担う若い世

代、子育て世代にスポットを当てた内容となっているかということであります。

若者が夢に向かってチャレンジする取組を後押ししたり、子育て世代の要望をいち

早く取り入れ、「子育てするなら男鹿で」と言われるよう、引き続き子育て世代、若

者の声に耳を傾けながら、将来の男鹿市を担う世代への支援策の充実を図ってまいり

ます。

次に、高齢化に伴う諸課題への対応についてであります。

昨今の人口減少と高齢化を背景に、地域のコミュニティ活動が減退しているほか、

自治会をはじめとする各組織や団体のリーダーの成り手がいないといった課題が顕著

になっております。

こうした現状を踏まえ、地域づくりを積極的に展開するため、従来の出張所業務の

スリム化を図る一方、地域支援体制の強化と公民館機能を充実させた「地域コミュニ

ティセンター」を新たに設置し、市民との協働の地域づくりを推進することとしてお

ります。

この中で、高齢者に対する支援としては、電話一本で自宅まで届ける証明書等の宅

配サービスや、町内会等が所有する集会施設のバリアフリー工事への支援、また、情

報弱者になりがちな高齢者世帯への情報発信を強化するため、テレビのデータ放送を

活用した「テレビ回覧版」などの取組を実施してまいります。

また、新たにスタートするコミュニティセンターが、誰もが気軽に立ち寄り、地域

の方々の交流の場、仲間づくりの場となるよう努力してまいります。

雇用問題や福祉問題等については、高齢者の身近な生活の支援や、要介護状態とな

ることを予防するための啓発活動に加え、地域の自主グループへの支援や介護ボラン

ティアの養成などに取り組むとともに、地域住民や民生委員等の見守り活動等を通じ

て、市や社会福祉協議会などの相談支援機関につながるよう連携を図ってまいりま

す。

さらには、県内の事業所でも定年の引上げが進むなど、高齢者の労働環境が整備さ

れてきており、健康で働く意欲のある高齢者に対しては、ハローワークやシルバー人

材センターが相談対応するよう調整してまいります。
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高齢化が進む中で、様々な社会問題に対応しながら、高齢者の「居場所」と「出

番」を創出し、地域の支え手として「生涯現役」で活躍していただくことで、地域の

活力維持につながるよう努めてまいります。

以上であります。

○議長（小松穂積） 再質問ありませんか。７番船木議員

○７番（船木正博議員） いろいろ御答弁ありがとうございました。

まず、本市のテレワーク事情とＤＸについてお聞きしますけども、在宅ワークで男

鹿のほうに１名移住したということでございました。１名でも移住してもらえればあ

りがたいんですけども、このところ、もう少しね男鹿のほうにもっと来ていただくた

めに、もうちょっと取組をね、もうちょっと進めてほしいと思いまして、ちょっと調

べてみました。全国の２０代、５０代を対象にした民間調査でですね、地方移住に興

味を持っていると答えた人が６０パーセントいるんですね。ということで、その理由

として、首都圏よりも移住費が安いとか、転職をせずに引っ越しできる、自然の中で

生活できると、まあそういう理由が多かったわけです。ということで、これからはテ

レワークなどの働き方が変化するわけですから、そういうことが背景にありましてで

すね、勤務先がテレワークを実施しているとしているところが全体の６割以上だとい

うんですよ。ですから男鹿にもそういった人たちを引き寄せるチャンスはね、大いに

これあるわけでありまして、この機会を逃さずに、もっと積極的に市としては行動す

るべきだと思います。ほかからの人材確保のためにもね。

それで、一番この移住に関心を持っているというのが、年代別に見ると３０代が６

３パーセントで最も多いということなんです。特に３０代となると、まさに子育て世

代なんですね。その子育て世代、人口減対策にもかなっておりますし、そういった人

たちへ地方生活へのアドバイス機能、優遇政策、移住に係る費用を補助するなどの

ね、そういうふうな制度が有効に働くのではないでしょうかということなんで、先ほ

ど一つ挙げておりましたけれども、そういうアドバイスとかですね、優遇政策、移住

に係る費用を補助するなどの、そういうふうな制度をもう少し考えられないもので

しょうか、どうでしょうか。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】
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○総務企画部長（八端隆公） 移住・定住という部分ですけども、まず、うちのほうで

は住宅、まあ移住者が市内に来る場合の住宅取得に関わる部分で補助制度がございま

して、従前は子育て加算等設けておりましたが、５年度からは、うちのほうの空き家

バンクに登録している住宅を取得する場合は、その分また加算を加えるというふうな

制度改正を今図ろうとしております。それと移住の関係では、その活動支援というと

ころもありますので、そういう部分で支援をしておりますし、まあこのまま同じこと

をということではなくて、その都度また改善する点があれば、それはそれで検討して

いきたいというふうに思いますが、いずれ来年度に向けては、空き家バンクを活用し

た場合は、その加算があるというところ、住宅取得について加算があるというような

ところもございますので、それらをまずＰＲすることが大切だと思いますので、そこ

ら辺には力を入れていければなというふうに考えております。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。７番船木議員

○７番（船木正博議員） いろいろ考えてくれているようで、まずありがたいですけど

も、そういうものをより一層進めてですね、来てくれる、そういうふうな人に魅力的

なね、そういうふうな支援をこれからも進めていってもらいたいと思います。

まあこれからますますテレワークで働く、そういうふうな働き方がね、今度スタン

ダードとして定着してくると思いますし、もうさらなる人口移動の活発化が期待でき

るわけですね。まあ特にコロナ禍が進んで、そういう社会現象になったんですけれど

も、それに乗り遅れないように、時代に即した施策を実効していかなければならない

と思います。

それとよく言われるんですけども、交流人口とか関係人口を増やすことも今、かな

り力を入れておりますけれども、それも大切ですけれども、やはり定住人口を増やす

ということが、まずは最も人口減対策として重要でないかと思うんですよ。その基本

的なところにもっと力を入れた取組が私は必要だと思いますけども、今以上にね、そ

の定住人口に力を入れてもらいたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） 定住人口の部分、この部分というのは大事だと思ってお

ります。ただ、交流人口とか関係人口等、そこら辺に力を入れていくことによって、
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やっぱり最終的には定住人口のところにつながるのではないかというふうには今考え

ております。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。７番船木議員

○７番（船木正博議員） やはりそういう流れになるとは思います。

ということで、テレワークのね対応施設とかそっちのほうに行きますけども、今、

働き方が変化しておりまして、まあ時代に合わせた事業展開するメーカーがいっぱい

増えているわけですね。本市でも民間で事業展開や既存施設の有効活用を図るとかで

すね、そういう事業者は、まあ状況として本市でもそういうふうな民間は出てきてい

るでしょうか。市のほうのリサーチとしてはどうでしょうか。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） そこら辺の数字的なところは、ちょっとつかんではおり

ません。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。７番船木議員

○７番（船木正博議員） まあそういうことなので、じゃあ今後ね、やっぱりますます

このテレワーク対応施設の需要というものは増えてきていると思います。ほかの市町

村でも、この前、新聞にも載っておりましたけども、いろいろ自分、まあ民間でこ

う、例えばカラオケを変更してそういうふうな施設にするとか、そういうふうな取組

が結構、県内でも出てきておりますし、いずれ男鹿市でもそういうふうなことが出て

くると思います。そういうふうなときのためにね、まあ今、事業の補助対策はあるん

でしょうけども、今現在、そういうふうなことを立ち上げようとしている人たちへ向

けた事業支援とかね、補助とか、そういうふうな制度とかはあるものでしょうか。

○議長（小松穂積） 佐藤観光文化スポーツ部長

【観光文化スポーツ部長 佐藤雅博 登壇】

○観光文化スポーツ部長（佐藤雅博） テレワーク自体に対しての具体的な支援という

のはないんですけども、一般的な起業ですね、新たに事業を興すですとか、あとは空

き家を活用するですとか、そういったものに対する支援というのはございます。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。７番船木議員

○７番（船木正博議員） はい、分かりました。そういう側面からの支援はあるという
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ことですけども、まあ直接的な支援や補助も考えてもらえればどうかなと思います。

あとですね、この民間施設でなくて市の遊休施設等でね、そういうふうな施設を造

るとか、そういうふうな考えはないでしょうか。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） お答えいたします。

今現在はそこら辺の考えはございませんが、ただ、いずれにしましてもそういう

ニーズ等が多くなってくれば、やっぱりそこら辺というのは今後検討・研究していか

なければいけない部分だというふうに認識しております。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。７番船木議員

○７番（船木正博議員） まあ市内でもそういうふうな人が出てくるかもしれませんの

で、そのときのために準備は必要だと思っております。

あと、ウェブ環境とかＤＸに向けた取組と、まあそれなりに先ほどの説明で結構

ね、なされているようなので、まあ男鹿市は結構まあその辺の光もいち早く取り入れ

てましてですね、進んでいるほうだと思いますので、その辺はいいと思いますけれど

も、今後ですね、まあ２０２５年問題とかありまして、それデジタル、ＩＴ、デジタ

ルにたけた職員があちこちで不足して、何かこう、そういうふうなことにうまく対応

できないというそういう時代が来ると思います。今までのパソコン使ったあれとか、

インターネットとかのそういう技術よりもですね、いろいろなものを組み合わせてこ

のＤＸがなってるわけで、そういうふうなところをこう何ていう、うまくこう使いこ

なせるというか、そういうふうなこともやっぱり人材がかなり必要となってくると思

います。そういうふうなときに、このＩＴとかね、デジタルにたけた職員さんとかそ

ういうふうな人とかは、まあいるんでしょうか、いないんですか、その辺のところ、

実情をお知らせください。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） デジタル技術のところにある程度精通した職員というこ

とですが、今現在、総務課のほうにデジタル推進班がございまして、そちらのほうに

配置されている職員については、そういう技術的なところの知識というものは持って
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いるというふうに思っております。

以上であります。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。７番船木議員

○７番（船木正博議員） はい、分かりました。これからもいろいろね、そういうふう

な課題等いろいろ出てくると思いますので、その都度まず考えて対処していただきた

いと思います。

デジタル化推進に向けたとか、まあ５年度でウェブのハザードマップとかはね、そ

ういうふうなものを作っていろいろやっていくようですので、そういうふうなものを

なお一層うまく進めていっていただきたいと思います。テレワークのほうはこれで終

わります。

あとですね、男鹿の人口の推移と今後の課題についてですけども、それぞれにいろ

いろ取組がなされて、補助制度とかも対応されているようですので、まあその点は

ね、かなり積極的に市でもやってくれていると思います。

ということで、やっぱり人口減少なると、この地域文化、特にお祭りや地域文化の

継承とかがもうすごくね、今維持するのがとても困難になってきているんですよ。

で、先ほどもトウニン行事のことも出ましたけども、トウニン行事に限らず、鹿島

さんのほうもありますしね、まあなまなげ柴灯まつりはもう市でもっと金やっており

ますので、かなりまずね、大々的にやって盛大にやっておりますからいいですけど

も、やはりひとつこうね、まあまちとか部落単位で考えると、そういうふうな小さな

お祭りがなかなかね、できづらくなってきてるというのが今現状です。まあ特に私ご

とですみませんですけども、船越の場合ね、トウニン行事、今ありまして、以前は町

内の輪番制で持ち回りでやってたんですけども、それがまあやっぱりできない町内

が、やっぱり人がいなくてね、できない町内が出てきたわけです。それで、全町内で

やろうという検討委員会立ち上げて、全町でやろうということにしてね、それが今８

年目になってるんです。で、全町にやってやってきたんですけども、８年する間にも

また人口減少が進んでね、全町でやったとしても、なおかつまだ足りない状況という

ことになっております。それ、私のほうに限らず、いろんなね、脇本にも山どんどと

かもありますし、そういうふうな行事をやっている地域みんな同じだと思います。そ

ういうふうなときに、やはり民俗の今までのお祭りとかも継続もできなくて、やっぱ
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りなくなってしまうというところも出てくると思いますので、そういった場合、やっ

ぱり何とかね、やっぱり行政のほうとしても考えていただきたい。例えば、今、地域

担当制とかやっていらっしゃいますけども、まあ最初の頃、結構ね、私も見かけてお

りましたけども、今どういうふうな状況になってるのか。それとあと、地域担当制と

いっても毎日来てやるわけにいかないでしょうけども、二、三日来て終わるとか、そ

の程度なのかなと私は思っておりますけども、やはりもう少し立ち入って、行事の中

のほうにまで立ち入ってね、その優れた知能をね、そういうふうなところに提供して

もらって頑張っていただければ、もっとそういうふうな人材不足等も解決できるので

はないかと、そういうふうなところもありますので、この地域担当制の今まで、これ

までやってきたその検証をしてみてですね、もっとうまい実効性のあることができな

いのかですね、その辺のところと、あと、行政のほうでもね、やっぱり切実な願い

なんですよ。いろんな行事やってるところの方たちも人がいなくて本当に困って、そ

れこそ、まあ存続も無理だというところありますので、そういうふうなところをね、

やっぱり市のほうでも把握して、できるだけ手を差し伸べて、そういうふうなものが

なくならないようにね、手厚い保護とまではいきませんけども、そういうふうなとこ

ろも考えていただければありがたいと思いますので、その辺のところ総体的にどうい

うふうな感じでしょうか、お願いいたします。

○議長（小松穂積） 暫時休憩いたします。

午後 １時４３分 休 憩

午後 １時４４分 再 開

○議長（小松穂積） 再開いたします。

八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） 地域担当制の部分でお答えさせていただきます。

議員がおっしゃられてるのは、そういういろいろな伝統行事の中にもその地域担当

職員をという話かと思いますけども、基本的には地域担当制の職員の部分であれば、

振興会や町内会長会とか連合会など、その町内会を取りまとめてる部署部分に関しま

して、その市役所との関係部署との連絡調整をというところを主としております。ま
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あきめ細かなサポートをするという点では、町内会単位が理想だというのは理解はし

ておりますが、職員数なども限られておりますので、そこら辺を限られた中でちょっ

と困難な部分もありますので、そこは御理解いただきたいと思います。

ただ、そのいろいろな行事に対しまして、人手が足りなくなってるというところは

十分理解しておりますので、そこら辺につきましては今後の課題というふうにさせて

いただければというふうに思います。

○議長（小松穂積） 補足。佐藤観光文化スポーツ部長

【観光文化スポーツ部長 佐藤雅博 登壇】

○観光文化スポーツ部長（佐藤雅博） 私からは、文化の継承といいますか、人が減っ

てしまってどういうふうな形で市で支援してるかというふうなお話をさせていただき

たいと思います。

まずですね、例えばトウニン行事ですとか、山どんどですとか、なまはげもそう

なんですけども、そういったものに対して、まあお金的な助成ですね、そういったも

のは今やっております。それは市もやっておりますし、国もやっていると。で、そう

いったものを国でやっている事業とかもつないだりして、例えばなまはげの衣装です

とか、あとはトウニン行事の袴ですとか、そういったものの新調とかのお手伝いをし

たりもしてございます。

あとそれから人の話なんですけども、やっぱりどうしても地域で人がいなくなって

しまうと存続が難しくなってくるというふうなことがございます。で、先ほど市長の

答弁でもございましたけども、なまはげ柴灯まつりでは、まあなまはげ伝道師の方が

関係人口というんでしょうかね、一緒に手伝ってやっていきたいというふうなこと

で、今回１４名の方に来ていただきました。そういった方たちが毎年毎年来ていただ

くことで、その地域、その行事なりにだんだんだんだん深く入ってきて、そこで一定

のコミュニティが生まれてくれば、それはそれでまた存続できる。それが多分関係人

口の理想とするところ。さらにそういった人がうまく移住・定住までつながっていた

だければいいかなというふうにも思っているといったところもひとつあるかと思いま

す。

あと、市で今取り組んでいる内容としましては、実際にどうしてもやっぱり人がい

なくなってしまってなくなってしまうというところもあるかと思います。そういった
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ところにつきましては、まあそういったところでの、まあ全体的にそうなんですけど

も、記録保存ですね、そういったことも今しっかりやっているところでございます。

まあ今までそういったこともやってきてます。そこでもし今、人が足りなくて、特に

今回あったのはコロナで中止になりましたみたいなところは結構ありました。そう

いったところが、じゃあその後に、じゃあコロナ、まあ今、コロナも今終わりかけて

いるかなとは思うんですけども、そういったときに、じゃあ前はどういうふうにやっ

ていたのかなというふうなところを知りたいというふうなことがあれば、そういった

ところはうちのほうでもお手伝いはできるのかなというふうに思っているところで

す。

私からは以上です。

○議長（小松穂積） 補足の補足。一問一答だから。佐藤副市長

【副市長 佐藤博 登壇】

○副市長（佐藤博） 地域担当職員のサポートですとか、それから今、まあ用具に助成

金ですとかね、それから様々市長答弁にありましたように、なまはげ伝道師の方々が

サポートの役に回るといった様々あるんですね。で、要すればですね、市長答弁にあ

りましたように、なまはげ柴灯まつりのね、その彼の言葉で、やっぱり我々がもう一

回ね改めて感じさせられたのは、主体は誰なのかと、メインプレーヤーは誰なのかっ

ていうことだと思うんですよ。で、地域のそういったね脈々と受け継がれてきた文化

なり行事なりを残したいという気持ちは、我々もそうですし、やっぱり地元の方一番

思ってると思うんですね。それがやっぱり根っこにあった上でのいろんな方々からの

支援なり、財政的な支援だったり、人的な支援だったり、もしくは関係人口の方々が

そこにどうやって携わるかと、関わっていくのかというふうなこともいろいろなやり

方があるでしょうから、それを工夫するということだと思うんですね。

やっぱり何よりもですね、地元の方々が何とかして残そうよと、もう少し、もう１

年頑張ってみるかというところが私は一番大事じゃないかと思うんですね。そういっ

た面から見ると、まあ様々な事情があったと思います、トウニン行事も。神事だけで

今回終わったということは、多分コロナでもってですね、いろいろ地元の方も迷われ

ての決断だと思いますけども、よく言うのは、地域の小さい集まりでも何でも、市長

も私も言うのは、まずコロナだからやめるべと言うんでなくて、コロナだけども何と
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かしてできないだろうかということを工夫してくれないかと。それは出張所職員に

も、出張所長にも、もう口酸っぱくして言ってます。集まったけども、また今回もコ

ロナでまずやめましたって。いや、もう一回集まって考え直せないかちょっとしゃ

べってみてくれというふうなメールをよくしてます。電話もします。で、要は地元の

方々がね、さっき市長の答弁にもありましたように、文化に誇りをもって後世に伝え

ていくという固い信念、これがベースにあって初めて周りの方々とか様々な市からの

支援もサポートの効果が生きてくるのであると思いますので、まあまあそれは釈迦に

説法、船木議員が一番よく御存じだと思いますので、どうか議員からもですね、例え

ば地元のトウニン行事にしてもですね、天王のほうとの関わりもあると思いますけど

も、今年はぜひフルスペックでやろうというようなことで声かけしてもらえば、うち

のほうの地域担当職員も派遣しますし、いろいろな面での応援もできると思いますの

で、そこを何とかもう一回検討していただければというふうに思ってございます。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。７番船木議員

○７番（船木正博議員） ありがとうございます。勇気をもらえるような御答弁いただ

きまして、本当にありがとうございました。

まずね、やはり自助努力が一番大切なんだと。まあそういうところで、行政もサイ

ドからちょっとね、押し上げていただければということでございます。

それでまあコロナも今までありましたけども、もうこれからいわゆるコロナ、まあ

ウィズコロナになったので、これからコロナ日本の再起動だと思いますので、そう

いったことで、まあいろいろ地元の皆さんそれぞれに頑張っていただけるのが最終的

にはこのね、維持するための大きな力であると思いますので、お互いにそういうとこ

ろを考えながら頑張ってまいりましょう。

あとね、まあ先ほど若い世代と子育て世代、かなり力を入れてもらって、これは将

来のためにかなりいいわけですけれども、これは当然必要なところでありまして、ま

あこれまでね、いろいろこの日本をつくってくれた高齢者の皆さんに対するね、その

思いもやっぱり両方も兼ねながらね、いろいろこう対処していただければありがたい

と思います。ということで、そのバランスを考えながらですね、やっていただきたい

と、そういうふうに思っております。

いろいろこの制度的にとか政策いろいろやってもらって、本当にまずいい政策を進
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めてもらって、男鹿市もいい感じでやってると思いますので、それ以上にまたね、も

うちょっとこう潤いのある男鹿市をつくるために、これからもっと頑張っていただけ

ればありがたいと思います。

ということで、これからの皆さん、私の決意ですが、皆さんのそういうふうな男鹿

を思う心でこれから頑張ってまいりましょう。ということで質問は終わります。あり

がとうございました。

○議長（小松穂積） ７番船木正博議員の質問を終結いたします。

○７番（船木正博議員） どうもありがとうございました。

○議長（小松穂積） 次に、８番佐藤誠議員の発言を許します。なお、佐藤誠議員から

は、一問一答方式によりたいとの通告がありますので、これを認めます。８番佐藤議

員

【８番 佐藤誠議員 登壇】

○８番（佐藤誠議員） 一般質問初日の４番目、最終となりました。明政会の佐藤誠で

ございます。よろしくお願いいたします。

私からは、今回４点についてお伺いしたいと思います。通告に従ってお伺いしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

１点目は、所有者不明土地等の対策について伺います。

人口減少、また少子高齢化が進む中、相続件数の増加、権利関係の複雑化、土地の

利用ニーズの低下と所有意識の希薄化が進行していると言われます。また、所有者不

明の土地、家屋などが適正に管理されていないことにより、周辺地域に深刻な悪影響

を及ぼすことも懸念されてきました。今後、所有者不明土地のさらなる増加が見込ま

れ、その利用の円滑化の促進と管理の適正化は喫緊の課題であります。

国では、令和４年１１月１日から「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別

措置法の一部を改正する法律」が施行されていますが、その対策は、地域における関

係者が一体となって着実に取り組んでいくことが重要と思われます。

そこで質問をいたします。

①として、市では所有者不明の土地家屋の実態についてどう捉えているか。また、

発生する原因をどう考え、これまでどのように対策されてきたのか。

②として、対策を推進しにくいという問題点があるとすればどのような点か。ま
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た、その中には少子化が原因となっている事例もあるのか伺います。

③として、国土調査や都市計画などの進捗に影響がないものか伺います。

④として、所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事

業」などを考えたことがあったか伺います。

⑤として、国の補助金の利活用などにより、現状の対策から前進させることも可能

と考えるが、今後の方策としてどのようなことを考えるか。

以上５点について伺いたいと思います。

大きな２項目目です。期日前投票所について伺います。

一票の選挙権は国民に等しく与えられた権利であり、それが唯一の参政権でありま

す。しかしながら、人口減の当市におきましても、投票所が集約され、それまで歩い

て行けたのに、遠くなったことで投票に行くことを諦めたり、おっくうになったとい

う声も聞きます。運転免許の返納も多くなる中、投票率を上げるような施策を工夫し

なければなりません。

他自治体でも最近は実施されていますが、男鹿市も車両などに投票箱を積んで、日

時を区切って回っていくなど、移動期日前投票所を考えることが必要ではないでしょ

うか。もちろんデジタル化がどんどん進んでいきますので、スマホで投票する時代も

すぐそこに来ているかもしれません。

人口減になれば様々な工夫がされると思いますが、投票は第一に、市民の皆様の意

向がしっかり反映されることが民主主義の根幹であります。また、ポスターの掲示板

も少なくなり、各町内に１か所もないところもあるのではないでしょうか。看板がな

くても、市民に分かりやすく周知できるよう、選挙公報なるものを発行する工夫も必

要ではないでしょうか。

そこで以下の質問をいたします。

①として、免許返納者の増加など、身体的にも遠くまで行けない人にも等しく参政

権はあるが、市はどのようにして投票の平等性を保とうと考えているのか。

②として、投票所までの距離に基準はあるのか。また、移動期日前投票所が必要と

考えるが、市の見解はどうか。

③として、高い期日前投票率で全国的にも注目されるほどの貢献をした地元スー

パーから、期日前投票所を別の商業施設へ移すことになった経緯や事由は何か。
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④として、選挙公報なるものを発行できる可能性はあるか。

以上４点について伺います。

大項目３番については、公衆トイレについて伺います。

家やお店、会社でもトイレがきれいだとおもてなしの心とやる気を感じるもので

す。特に女性はトイレがきれいでないと嫌がる人も多いと思います。

男鹿市の公共トイレは、観光課、建設課、農林水産課など、それぞれ主管や管理が

異なっているとも聞きます。特に、観光客はどのように感じているのか気になるとこ

ろです。誰にでも気持ちよく利用できるトイレになっているのか、現状のトイレの状

況とその管理の状況について、以下質問いたします。

①として、観光課管理のトイレ１８か所のうち、通年開放されているのは４か所の

みであるが、大部分で４月から１１月までしか開放されていない理由は何か。また、

冬季は使用できないということをどのようにして案内しているのか。

②として、観光課管理以外のトイレも利用期間が限られているのか。また、地元の

方々だけでなく、観光客にもそういうところを利用していただくという考えはあるの

か。

③として、外国人も多く来られると思うが、洋式便器になっていない箇所があれ

ば、早急に和式から洋式にすべきではないか。

④として、トイレ清掃を委託している場合、市で望む基準はどのように示されてい

るのか。また、その基準が保たれているかどうかについて、誰がチェックし、管理を

どのように行っているのか伺います。

大きい４番に移ります。デジタル化の推進について伺います。

先日、いとくの市民サービス窓口を訪ねた際、男鹿市が現在、県内第２位のマイ

ナンバーカード申請率であると知り、市長のリーダーシップと市職員の御努力に敬意

を表します。

幾ら人口が減り、職員も市民も働き方改革をしたとしても、男鹿市の面積は減るこ

とがないわけで、道路等のインフラも変わらず少ない人数で維持していかなくてはな

りません。そうなれば、必然的にデジタル化に向かって展開していくと思います。で

きることから積極的に取り組むことで、市民生活がより豊かになっていくと思われま

す。市では具体的にどのような形でデジタル化を推進されるのか伺います。
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①として、市のデジタル推進班はどのような役割をしているのか。

②として、市のＬＩＮＥアカウントを使用すれば、それほどの費用をかけずに、市

民が地域で見かけた公共インフラの不具合を、スマホで位置情報や写真、動画などで

報告するシステムを構築できるのではないか。そのことにより市民の貢献意識も高ま

るのではないか。また、行政側や対応する業者も、映像や写真を見れば現場を確認す

る手間が軽減されるのではないか。

③として、今後、市がデジタルを利用して、どのような市民サービスの提供を考え

ているのか。

以上３点について伺います。

以上で質問を終わります。市当局の誠意ある答弁をよろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） 答弁を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 佐藤議員の御質問にお答えします。

御質問の第１点は、所有者不明土地等の対策についてであります。

人口の減少や高齢化の進展、地方から都市への人口移動等を背景に、所有者不明の

土地が全国的に増加し、公共事業を実施する際の支障や土地の利活用の阻害要因に

なっていることから、国では、所有者不明土地の利用と適正な管理を推進する制度の

整備を進めております。

当市において、現状では、そうした土地に関する相談は寄せられておらず、また、

公共事業の実施に当たって支障となった例もなかったことから、その実態の把握や要

因の分析をはじめ、国の新たな制度の活用についても検討しておりません。

国土調査については、令和２年度から、土地の所有者の所在が明らかでない場合

は、地積測量図などの客観的な資料を用いて、法務局と協議の上で作成した筆界案を

公示することで調査を進めることが可能となるなど、事務の円滑化が進められており

ます。

今後、人口減少がさらに進み、本市においても所有者不明土地に関する課題が顕在

化することも十分想定されますので、こうした土地を公益的に利用する際には、必要

に応じて、地域福利増進事業等の活用も検討してまいります。

御質問の第２点は、公衆トイレについて、まず、トイレの利用可能期間等について
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であります。

市内の公衆トイレは、観光課が管理する観光地のトイレのほか、都市公園や漁港、

駅前など、その所在によって所管が分かれておりますが、市が管理する４４か所は、

その全てが地元の方はもちろん、観光客も利用することができます。

これらのトイレの利用期間については、利用者数の見込みと設備維持の観点から設

定しているもので、例えば通年での立ち寄りが見込まれる水族館前や真山地区、各駅

前などでは１年を通して利用可能にしておりますが、海水浴場のトイレについては夏

季のみ、お山掛けの途中で利用される毛無山や冬季間の施設営業がない寒風山など

は、積雪前後で閉鎖しております。

また、独立した公衆トイレを冬季間も継続して利用するためには、整備の時点から

凍結防止用の暖房設備などを備える必要があり、配管などが破損しないよう、一定の

コストをかけて稼働させております。

しかしながら、強風や寒気の影響で、水抜きやポンプの取り外しなどを行ってもな

お破損する設備もあり、毎年修繕費用が必要となることから、今後、老朽化したトイ

レについては一定の集約が必要と考えております。

なお、閉鎖の際は、入り口に「冬季間閉鎖中」の掲示などをし、積雪や設備の状況

によって利用可能時期が変更になる場合は、市のホームページでお知らせしておりま

す。

次に、トイレの洋式化についてですが、いわゆる観光スポットにおいて洋式便器が

設置されていないのは、昭和５０年前後に整備された加茂青砂、小浜と五里合園地の

３か所のみで、近隣に新しいトイレがあることから、これらも集約の対象と捉えてお

り、現段階で洋式化することは考えておりません。

また、トイレの清掃はシルバー人材センターが受託し、地元在住の方が作業を請け

負っている場合がほとんどであり、トイレ内の清掃と破損の通報、トイレットペー

パーの補充などを、季節ごとの利用状況に合わせて清掃回数を増減しながら行ってお

ります。実施の状況については月次報告書を提出いただいているほか、破損の連絡が

あった場合などは、随時、現地を確認しているところであります。

御質問の第３点は、デジタル化の推進について、まず、デジタル推進班の役割につ

いてであります。
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新型コロナウイルス感染症の流行により、テレワーク、オンライン会議などデジタ

ル技術を活用する取組が進み、日常生活や働き方、価値観などに大きな変化をもたら

し、市民サービスの充実の面でもデジタル化のニーズが高まっております。

国では、情報システムの統一・標準化、マイナンバーカードの普及促進、行政手続

のオンライン化など、行政のデジタル化を進めるに当たって自治体が取り組むべき事

項・内容を示しております。

こうした取組を推進するため、本年度から総務課内に新たにデジタル推進班を設置

し、本市におけるデジタル化の牽引役として、現在、市民が便利で暮らしやすい地域

づくりを進めるための指針となる男鹿市ＤＸ推進計画の取りまとめ作業を担っており

ます。

今後、このデジタル推進班を中心に関係各課からなる男鹿市ＤＸ推進チームを設

け、行政、産業、くらしの各分野において、様々な取組を積極的に進めてまいりま

す。

次に、市のＬＩＮＥアカウントを利用した報告システムの構築と、デジタルを利用

した市民サービスの提供についてであります。

本市では来年度、ＬＩＮＥを利用した体育館や公民館など公共施設の予約システム

の導入を考えており、市の公式ＬＩＮＥアカウントと連携することで、利用者は新た

なアプリを導入することなく、いつでも、どこでも、気軽に施設予約を行うことがで

きるようになります。

また、今後は、今年度策定する男鹿市ＤＸ推進計画に基づき、ＬＩＮＥを利用した

各種証明書の申請や災害情報の発信、議員御提案の市民の皆さんが撮影した写真を市

と情報共有するシステムの構築など、市民生活の利便性の向上や業務効率化の観点か

ら幅広く検討し、さらなる機能の拡充を進めてまいりたいと考えております。

期日前投票所に関する御質問については、選挙管理委員会委員長から答弁いたしま

す。

以上であります。

○議長（小松穂積） 浅野選挙管理委員会委員長

【選挙管理委員長 浅野光男 登壇】

○選挙管理委員長（浅野光男） 佐藤議員の御質問にお答えいたします。
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御質問は、期日前投票所についてであります。

まず、投票の平等性の確保についてでありますが、公職選挙法では、選挙人は選挙

の当日、自ら投票所に行き投票をしなければならないと規定されており、その例外と

して、期日前投票や不在者投票などができることとなっております。

特に、期日前投票について、本市では平成１６年の導入以来、多くの有権者から御

活用いただき、期日前投票者が全投票者中７割を超えるほど、広く浸透した制度と

なっております。

本市における期日前投票所は、本庁市民ホール、若美支所及び各出張所、船越商業

施設の計１０か所に開設しており、選挙の種類に応じて、最短でも６日間は設置して

おります。県内他市と比べても比較的きめ細かく設置している状況であり、当面は、

１０か所体制の維持により投票の利便性の確保を図ってまいります。

次に、投票所までの距離の基準などについてでありますが、国の通知により、有権

者の住所から投票所までの距離が３キロメートル以上ある場合は投票区を分割し、遠

距離地区の解消に努めることとされております。

本市では、職員数の減少や期日前投票制度の浸透による当日投票率の低下などによ

り、平成２２年４月の市議会議員選挙から６５投票区を３３投票区に再編しておりま

すが、この際に高齢化集落等に配慮し、おおむね２キロメートル以上の区域について

分割することとして現在に至っております。

有権者数の減少や投票立会人の成り手不足等を背景に、県内でも投票区の再編が

進んでおり、その代替措置として移動期日前投票所などの開設が行われております。

本市においても人口減少が進んでおり、有権者数や当日投票者数が極端に少ない投

票区を解消するための再編を行う場合は、遠距離となった地区などを対象に、移動期

日前投票所を開設することなども検討してまいりたいと考えております。

次に、商業施設の期日前投票所の変更の経緯等についてであります。

選挙管理委員会では、有権者の投票の利便性向上と選挙啓発を目的として、平成１

６年の期日前投票制度導入以来、市内全域の有権者を対象に、船越地区の大型商業施

設を期日前投票所として指定しており、平成２１年の県知事選挙からは、現在のスー

パーセンターアマノ男鹿店を選挙執行ごとに指定しております。

このたび、いとく男鹿ショッピングセンターを指定しましたが、その理由として
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は、昨年４月に同ショッピングセンター内に市民サービス窓口が開設されたことに伴

い、有権者の投票しやすい環境づくりを最優先に協議・検討した結果、買物客のほ

か、市民サービス窓口利用者の投票も見込まれること、また、投票受付システムの障

害発生時など緊急のトラブルがあった際のバックアップ体制がとられており、投票所

を安定的に運営できること、さらに、投票所として利用できる広いスペースがあり、

投票の際の混雑解消、行列による買物利用客への影響も少なくなることなどの理由に

より、今月３日開催の選挙管理委員会において、４月９日執行の県議会議員一般選挙

の期日前投票所の一つとして指定を決定したものであります。

次に、選挙公報の発行についてであります。

選挙公報は、市町村議会議員選挙など、当該選挙に関する事務を管轄する選挙管理

委員会が条例で定めることにより、発行することができるものであります。

実施に当たっての効果としましては、有権者が市議会議員及び市長選挙の候補者が

掲げる政策などが分かり、投票判断に利用することができるほか、公費負担であるこ

とから、候補者の資力によらず、有権者に政策の浸透を図ることができることなどが

挙げられます。

一方、課題としては、選挙告示後に公報原稿の校正、印刷及び配布を行うため、期

日前投票者が投票者中７割を超えている本市の状況をみると、各家庭への配布前に投

票を終えている有権者が多いことが想定されます。

昨年４月の市議会議員一般選挙からは、新たに公営によるビラの作成を実施してい

るほか、昨今のデジタル化を背景に、ホームページやＳＮＳ、動画共有サービスを利

用した選挙運動なども今後進んでいくものと考えており、選挙公報の発行については

考えておりません。

以上です。

○議長（小松穂積） 再質問ありませんか。８番佐藤議員

○８番（佐藤誠議員） 御丁寧にありがとうございました。

一問一答ということで通告させていただきましたが、いろいろ御答弁いただきまし

たので、なるべく簡略化していきたいと思いますが、まあ最初の所有者不明土地のほ

うは、まだ市のほうにはまだそんなにその相談とかないということなんですけども、

結局、今、男鹿市で組んでるその、こういうものを解決する団体っていうのは、空家
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等対策推進協議会、これ先ほどの質問でもございました。それで、そういう体制で例

えば今後もこういう問題を扱っていくのか。さらにこれを拡大していくのか。やはり

そこにまだなかなか難しい問題がこれ出てくると思うんですけど、難しくて、この調

査しなきゃいけないんで、今度また国はこれに予算づけしたりしてきますので、こう

いう調査費用とか、それからそういう組織づくりとか、そういうことにも国では準備

されていると伺います。そうした場合、そういう新しくとか、もしくはこれを拡充す

るとか、そういう考えとしてまず準備する考えがあるかどうか伺いたいと思います。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） お答えいたします。

所有者不足土地のその協議会関係の件でございますが、今回の法改正の中で、市町

村においては、まあ対策協議会の設置が可能というふうには書かれておりますが、た

だ、我々が持ってる空き家、空き地のその協議会のほうとの関連性とかの部分も検討

しながら、この後、単独で立てるのか、それともそこら辺をまとめたものにしていく

のかというのは、この後検討させていただきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。８番佐藤議員

○８番（佐藤誠議員） 私が何で今回この質問をしたかというと、やっぱり私の周りで

は困ってる人が本当に多いということで、相談に行くにも行けないから、市にはなか

なか相談がないんじゃないかなと、逆に思うわけでございます。で、実例として前も

議会で申し上げたと思いますけれども、やはり多くの土地を持っているお父さんが亡

くなって、お母さんも施設に入って痴呆になって、やはり子どもは東京にいて、あと

誰も相続、こっちを見る人がいない。山や畑や土地とかを見る人がいない。そして本

当固定資産税だけ払ってると。で、そういうふうな人もいたり、それから、隣近所は

もう亡くなって、一人者の人が亡くなって、もう連絡先も本当に分からない。誰に連

絡したらいいか分からないけど、やっぱり屋根が剥がれてきたり。やっぱり周りでど

うしようかと。解体するにもお金がかかる。やはりいろんな形が現れてきて、子ども

が少なくてね、昔はいっぱい子どもいたかもしれませんけど、相続する子どもも少な

くて、一人でそれを相続しないといけなかったら固定資産税も払えないと。放棄する
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にも放棄できない。こういう現状に今なってきてるんじゃないかと。日本全体がそう

なってきてるから国はこういう法律を定めなきゃいけないし、相続したくても相続で

きなくて、そして放棄して、あとは連絡も取れなくなったり、様々な形が出てくるん

じゃないかと。聞くところによると、そういう不明土地っていうのは、九州と同じく

らいの面積が日本にもあるということが書かれてました。ですから、非常に面積的に

は今後また多くなっていくし、男鹿市もそういう中に入っていくんじゃないかと。こ

れはやっぱり準備しておかなければいけないし、なるべくそれを防がないといけな

い。じゃあ、防ぐためにどうしたらいいのか。調べて、できるところから今から準備

してやっていかなきゃいけないと思う次第です。

まあ今のところ何も来てないというのであれば、あるかもしれませんけど、多分こ

れはかなりある問題なので、ぜひ、もう既にやってる自治体もございます。山形県の

鶴岡とか新潟とか、まあやってるところあります。そうやって国でも支援したりしな

がらやってるところもありますので、ぜひ参考にしてですね、また取組を考えていた

だければいいなと思いますが、そういう方向性として、まあ取り組んでほしいという

ことなんであれですけども、そういう方向性はお考えになっていただけますでしょう

かという質問です。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） お答えさせていただきます。

まず、先ほども申しましたが、この後そういう事案等が出てきた場合には、やっぱ

り検討するというところも必要かと思いますし、現在、まあ空き家に関しましては、

やっぱり件数等は把握しておりますので、そういう部分についてのところはありま

す。ただ、あくまでもやっぱり所有者が不明、現時点で不明というところで、やっぱ

りその個人の財産には変わりはございませんので、そこら辺の扱いについては、いろ

いろな法律等を参照しながらやっていくべきというふうに思っております。

今回、この所有者不明土地の利用円滑化の関係の法律が改正になったちょっと前に

民法等も、民法、それから不動産登記なんかの法律も変わっております。その中で、

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律というのもできており

まして、これは平成３年にできておりまして、公布後２年以内の政令で定める日とい
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うことになっておりまして、今年の４月２７日からこの法律が施行され、動くという

ことになろうかと思います。まあそこら辺のやっぱり制度的な説明というのは、相談

あったときは当然必要ですし、まあ、ただこれも単純に国へ帰せる、帰属させるとい

うことはできなくて、ある程度負担金を払わなきゃいけないという制度でございます

ので、そこら辺も考えますと、どうしてもやっぱり金銭的に厳しい方は、ちょっと

やっぱり自分でできないというところもございます。で、土地が不明な方、所有者が

不明な部分はあれですが、もし分かっているところであれば、まあ従前、空き家等の

解体に補助金を出しておりましたが、来年度から少し拡充しまして、まあ今までやっ

ていた部分、まあＡランクの部分でございますが、ここにつきましては、制度を改め

まして補助率を３０パーセントだったものを５０パーセント、それから上限を５０万

円にというふうに改めまして、それからＢランクというところに評価された住宅につ

いては、補助率２０パーセントで上限２０万円、それから町内会が主体となりまして

Ａランク、Ｂランクの建物を解体する場合は、補助率８０パーセント、上限８０万円

というふうに、そこの部分の制度等も改正していきますので、そこら辺を使いながら

やっていければと思いますが、ただいずれにしましても所有者不明というところにつ

いては、課題が当然残るんですけども、やっぱりそこは市として対応しなければいけ

ない部分についてはやっぱりしていかなければいけないと思いますが、ただ、市が率

先してそこを解体する、何とかするというのは、やっぱりちょっとなかなか難しいこ

とだと思っておりますので、そこは御了承いただければというふうに思います。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。８番佐藤議員

○８番（佐藤誠議員） 不産産登記のほうまで御説明いただきました。ありがとうござ

います。

まあ何で不明土地が出るかというと、多くは相続登記がされてない。相続未了が大

体６６パーセントぐらいだそうです。それから、住所変更登記をされてないのが３４

パーセントぐらい。これはなぜやらないかというと、今までやらなくても別に法律違

反でなかったからやってなくて、別にその相続登記、おじいさんが亡くなってそのま

まで、親父も何もやらなくて、それで自分も、自分のときになったら、あれ、やって

ねえじゃねえかって、それでよかった。でも今度はそうならないと。

で、先々月号ぐらいでしたっけ、市報に、その相続が分かったときから３年以内に
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登記しないと１０万円の過料がという記事が、お知らせが市報にありました。市民の

方も結構、何だこれっていうことでありました。で、私、まあこれは法律でこうして

決まってきます。だから相続が分かったときから３年以内に登記しないといけなくて

罰金になるというような形です。で、このことが意外と分からない。で、私が御提案

をしたいのは、さらにですね、亡くなったときに、亡くなった人に、届けに来ますよ

ね、死亡届。そのときにそういう案内をぜひですね、これ一言、役所のほうから案内

をしてあげるべきだと思うので、そういう準備はされてるかどうか、またしていく方

向はあるのかどうか伺います。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） 死亡届等があった場合に、まあ正式な相続人が決まるま

での間、やっぱり代理っていうか代表者を届けていただくようにしておりまして、そ

の分で固定資産とかそういう部分はそちらの方へとりあえず送るような体制はとって

おります。なので、その場面ではそういう登記を変えなきゃいけないという部分の説

明は、そこでできるというふうに思っておりますので、一応まず決まらなくても代理

という形の届出はいただいているということで御理解いただきたいと思います。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。８番佐藤議員

○８番（佐藤誠議員） 所有者不明の土地については、まずこの辺にしておきたいと思

います。ありがとうございます。

期日前投票所につきまして、選挙管理委員会のほうから丁寧な御答弁いただきまし

た。ありがとうございます。

移動投票所も検討していただく方向があるということ、まあ選挙広報はちょっと難

しいということですけども、私がやはり実際この男鹿市の、まあ移動投票所を考えて

いただけるということでよかった、ありがたかったんですけど、やはりこの平成２２

年に投票所が、まあ統廃合というか、再編されましたけども、例えば市議会議員選挙

を見ても、２００６年は８２．９４パーセントで、２０１０年、これもまた市議会選

挙、８１パーセント、この辺が２２年になってくると思うんですけど。そしてその

後、２０１４年は７４．４パーセント、そしてその後、２０１８年は６８．９２パー

セント、どんどん下がってきてるんですね。で、去年４月は６５．５９パーセント、
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だんだん投票率が下がってきてると。これはその前のデータがないのでよく分かりま

せんけど、かつては８０パーセントぐらいあった投票率がどんどん下がってきてると

いうことはどういうことなのかっていうことは、これだけではちょっと言えないとこ

ろはございますし、ですから、ぜひそういう足腰がやっぱり容易でない人も選挙権あ

るんだから、ぜひそういう方向に考えていっていただきたいし、そうなっていただけ

るように考えていただけると御返事をいただきました。

それとですね、すいません、これ質問にありませんでした、ごめんなさい。

アマノさんの件について、今回、いとくさんのほうになるということをちょっと

伺ったときに、あれ、何でっていうのが私の正直な実感でございました。で、そうい

うふうな報告がございましたけども、私としてはですね、まあ今までアマノさんで一

生懸命頑張ってくれて、もう全国からこうして視察まで来てくれる、本当にこの男鹿

市のその期日前投票の６０パーセントもやるような、そういうようなすばらしい貢献

をしてくれた地元の、地元のスーパーに対して、いやあ、やっぱりそういう商業施

設ってば、やっぱり買物客がそれで少し増えてきたりも、それも期待して置いてくれ

たと思うし、ということを思ったときに、いやあ、ちょっと冷たい仕打ちじゃないか

なということを正直思った次第です。ですから、やっぱり感謝して、やっぱり地元の

企業を少しでもという気持ちにならなかったのかなっていうのがちょっと残念だっ

たんですけど、まあやってみてどうなるかっていうことは、まあもう決めてしまった

ことですからちょっと言えなかった、そうは言えませんけども、選挙管理委員会が決

めることなので何とも言えませんが、そういう気持ちとか、地元企業としては考えな

かったのかなっていうところだけ聞きたいと思うんですけど、いかがでしょうか。

○議長（小松穂積） 答えなければいけないか。

○８番（佐藤誠議員） 答えれるかどうか分かりませんけど。

○議長（小松穂積） 今はちょっと質問おかしいんだよな。先ほど一回きちっと答えて

るんだよな。また新たに問題提起をして、その答弁求めるっていうのは、まあ委員長

なり、事務局長よければ今。

○議長（小松穂積） 湊選管事務局長

【選管事務局長 湊智志 登壇】

○選管事務局長（湊智志） ただいまの期日前投票所に係るアマノさんの地元企業とい
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うところの観点ですけれども、選挙管理委員会としましては、やはり投票環境の向上

といいますか、より投票しやすいところがいいのではないかという観点に立って、今

回いとくさんのほうを指定したところでございます。

その理由といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、市民サービス窓口があ

るということ、その利用者が見込まれるということ、また、スーパーだけではなくて

隣に衣料品ですとか雑貨とか、そういったものを扱うお店もあるところ、まあ家具と

かですね、そういったお店もある。で、向かいのほうには飲食店等々もありますの

で、そういったこともある。まあ１００円ショップもあったりですとかドラッグスト

アもある。そういったことで人が集まりやすくて、少しでも立ち寄りやすい、そう

いった環境なのかなということで、選挙管理委員会の中でこう決めたことでございま

す。

加えて、投票所の安定的な運営ということを考えますと、万が一システム等に支障

があった場合、近くに窓口がすぐございますので、そこでのバックアップもとられる

ということ。そういったこと等々を考慮した結果、委員会の中で、皆様の中で御協議

いただいて決定したところでございますので、御理解賜りたいと思います。

以上でございます。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。８番佐藤議員

○８番（佐藤誠議員） 投票所については分かりました。投票率が上がることを願って

おります。

３番目の公衆トイレについてちょっと伺いたいと思います。

公衆トイレで、確かに通年開いてるところは３か所、４か所ぐらいあって、やっぱ

りなかなか冬季は使用できないと。冬季が使用できない。で、冬季っていうのは、結

局、多くは４月から１１月が利用できるっていうのは書いています。まあ海水浴場は

夏場だけなっていましたけども、でもほとんどが４月から１１月だけ開けてるみたい

な感じだったんですけど、やっぱり男鹿をもう少し、もう少しその期間増やせないか

なって。例えば、明日から３月ですけど、３月なればもう結構、外暖かくなってくる

し、例えば男鹿駅前の諸井のところにあるｅ－Ｂｉｋｅも、３月なれば貸し出しして

いくわけですよ。男鹿市を回ってほしいって言ってるのに、トイレがない。ましてや

観光客に来てほしいと言ってるのに、そこはもうちょっとここを広げるべきじゃない
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かなと。そしてまた、まあ私は南磯のほうの人間ですけども、ゴジラ岩、せっかくあ

そこまで駐車場造って広げて、来てほしいってやってるけども、あそこの小浜のトイ

レはじゃあ何なんだと。和式のままで全然整備されてない。あれでは女性が来ない。

なかなか来れない。まあ近くに門前ありますけども、やはり、例えばあそこで魚釣り

してる人は、やっぱり女性はあまり多くないですよね、見てれば。もう少し何かでき

るんじゃないかなと。それから、冬場凍るかもしれないから、凍止め、早めにやって

るかもしれませんけど、もうちょっとできるんじゃないかなという感じがあります。

ましてやまた冬に行って、観光客もやっぱり回る人いるし、柴灯まつりに来た人で回

る人もいるし、そういう人たちがやはりなかなかトイレがあると思って行ったら閉

まってた。ここ閉鎖です。冬期間閉鎖って書いて。書いてたって我慢できるものでな

いからその辺でやると、裏に行ってやると思いますよ。そういうのがもう子ども連れ

てって、ああしょうがねえ、じゃあ裏でやれって、そういう形になるんじゃないか

と。だからもう少しこれ何か観光客を迎える男鹿市としては、トイレがきれいなとこ

ろに行ったら本当感動しますよね。迎えてくれてるって感動するので、ぜひそれをで

すね、洋式化と併せてですね、観光客を迎えるだろうし、外国人を迎えるだろうし、

それからお年寄りもいるかもしれないし、子どもなんかもなかなか和式はまたげな

かったりしますので、ぜひその辺をもう少し考えて、トイレにもう少し力を入れたら

いいんじゃないかなということを思いましたし、実際、実はこれ市民の方から要望が

あって、これ私も興味持って調べさせてもらったんですけど、そんなことを伺いまし

たので、ぜひそういうこと、もう少し期間を長くできないものかどうか伺いたいと思

います。

○議長（小松穂積） 佐藤観光文化スポーツ部長

【観光文化スポーツ部長 佐藤雅博 登壇】

○観光文化スポーツ部長（佐藤雅博） 私からは、公衆トイレのお話についてさせてい

ただきたいと思います。

まず、今の現状なんですけども、実際は、市長からの答弁ございましたとおり、季

節ごとですね、それぞれの観光の需要に合わせてオープンしてございます。

で、まあトイレなんですけども、大抵であれば、まあ普通であればという言い方

ちょっとあれなんですけども、まあ道の駅オガーレございます。で、オガーレにきれ
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いなトイレがあって、で、観光客の人、特にインバウンドとかというふうなお話もご

ざいましたけども、じゃあそのインバウンドに来たお客様が本当にじゃあそういう小

さい今の和式のトイレを使うのかとかいうふうなことを考えると、非常にやっぱり可

能性は少ないのかなというふうに思っております。あくまで需要の多いところ、そう

いったところに、まあお客様のニーズに合わせて、で、それで展開していくと。で、

例えば寒風山ですとか、今、冬は閉鎖してございます。ただ、それも回転展望台がや

る時期、それも変わったりもしますので、それに合わせてオープンしたり、あるい

は、まあ真山のほうですと、真山神社ですと一応まあ通年来るだろうということで通

年の営業にしていると。ただ、トイレの清掃の回数ですとかそういったものについて

は、その利用者の状況に応じて、まあその回数も変動させてるというふうな実態でご

ざいます。なので、そんなに一生懸命トイレだけをやっていても、ちょっとなかなか

現実的ではないのかなというのが今の状況で、そういうふうに考えてございます。

もう少しお客様のニーズに合わせてやっていければなというふうに思ってますの

で、御理解のほどよろしくお願いします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。８番佐藤議員

○８番（佐藤誠議員） まあ整備の方はまだ難しいかもしれませんし、私はあるもの

だったら期間延ばすくらいならすぐできるんじゃないかなっていうのが私の感覚で

す。１か月延ばせばできるんでないかなっていうことを思いました。まあそれは後で

また考えていただければいいと思います。

それと管理の件、ちょっと伺います。管理は男鹿市が委託して、ほとんどシルバー

なのかなと思います。で、男鹿市は、先ほどトイレットぺーパーの補充とか、まあい

ろいろ故障したやつとか、そういう報告をもらったりしてると言いますけど、私が

伺ったのは、トイレ見てみますと、床とかもすごい汚かったり、壁も汚かったり、く

もの巣あったり、トイレの、何かあそこに表あるんですよね。何月何日、ほぼ毎日み

たいに掃除したって丸ついてるんです。見ます。用具箱の裏あたりに大体かかって

るんです。でも、それ見れば毎日やってるようだけど、これで毎日やってるんだべ

かって思うようなところもあるんです。実際入ってみて、俺、ここさくもの巣あるね

がって。目の前に、ここに。そういうような掃除してるのかなって。誰が管理してる

のかなと。管理ってどこまでやって管理って言ってるのかな。どこまでやってほしい
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と。くもの巣やらなくてもいいと思ってるのか、そういう手洗い所なんかもあかとか

ついてたり、いまだに固形石鹸のネットみたいな、ああいう時代ではない。それで観

光客を呼べったって、これはえっと思いますよ。だから、私が何でトイレと思ったか

と、本当に、これ何として管理してるの、誰が管理してるの。シルバーに全部任せて

管理も任せてるの。でもそれを市がお願いした、してる仕事をちゃんとやってるのか

どうかは、市が管理しないといけないんじゃないかと。で、そこまで管理できてるの

か。その辺を伺いたかったんですけど、どうでしょうか。

○議長（小松穂積） 佐藤観光文化スポーツ部長

【観光文化スポーツ部長 佐藤雅博 登壇】

○観光文化スポーツ部長（佐藤雅博） トイレの管理の話なんですけども、まず基本的

には、シルバー人材センターですとか、あるいは指定管理の方ですとか、そういった

ところに委託しまして、それで、まあ毎月報告をもらって管理していると。あとは、

もし壊れたとかそういったこととかあれば、そのときも現地に行ったりして見ており

ます。

で、くもの巣の件なんですけども、恐らくちょっと老朽化してる施設かなというふ

うにちょっと思ってます。新しいところですか。で、まあくもの巣もそうなんですけ

ども、やっぱり建物はどうしても古いものについては、そこはちょっと管理しても

ちょっと行き届かないというか、建物自体がもたないというふうなこともございます

ので、そこは先ほど市長が答弁したとおり、まあ集約していくと。そういったところ

はだんだん壊していって、で、新しいところ、そういったところに集約していきたい

なというふうに考えております。

で、あと管理のほうの続きなんですけども、もしシルバー人材センターさんとかそ

ういったところに委託して、その分でやっぱり行き届かない部分というふうなのがあ

れば、それはそれでこちらのほうからどんどん指導していきたいというふうに思って

ますので、議員のほうからもしそういったことがあれば、随時、私のほうにお知らせ

いただければ非常にありがたいなというふうに考えておりますので、ひとつよろしく

お願いします。

以上です。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。８番佐藤議員
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○８番（佐藤誠議員） それ議員から報告して、議員が回ってあって報告するんでなく

て、それは市が委託してるんだから、市がちゃんと管理しないといけないって思いま

せん。言葉間違ったでしょう。訂正してください。

○議長（小松穂積） 佐藤観光文化スポーツ部長

【観光文化スポーツ部長 佐藤雅博 登壇】

○観光文化スポーツ部長（佐藤雅博） すいません、ちょっと間違えました。ごめんな

さい。

もしそういったところがございましたら、委託してるほうから随時報告はもらって

おります。で、もし市民からもそういった声があって議員のほうにもお話があった場

合とかあれば、その際は、もし指摘していただければありがたいなというふうに思っ

ております。議員が毎回回って歩いてくれとか、そういう意味では全くございません

ので、大変失礼しました。申し訳ございません。訂正します。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。８番佐藤議員

○８番（佐藤誠議員） まあちょっとまだ不満なんですけど、市でそういう人、管理す

る人で回って歩くとか、たまに抜き打ち検査するとか、そういう体制つくればいいん

ですよ。ぜひそうやっていただきたい。それでなければあれですよ、くもの巣張った

ところに何て貼ってるかっていうと、「日本一きれいなトイレ」ってシール貼って

るんだよ。知ってます。ぜひ、ぜひ回ってください。

はい、すいません。質問ですね。

○議長（小松穂積） 質問してください。

○８番（佐藤誠議員） はい、質問します。

○議長（小松穂積） そこを知っていますかでもいいです。

○８番（佐藤誠議員） あ、知っていますか。

○議長（小松穂積） 佐藤副市長

【副市長 佐藤博 登壇】

○副市長（佐藤博） トイレ、たかがトイレ、されどトイレで、議員御指摘のとおり、

やっぱりどこもそうですね。やっぱりトイレがきれいだと非常に気持ちよくなります

しね、旅の思い出もまた輝くということはそのとおりだと思います。

シルバーのほうに掃除をお願いしておりますけども、市のほうでも、まあ大体、あ
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ちこちちょっとがたがきてるトイレも多い状況で、何らかんかのその支障があって、

職員がまず、まあ１週間に一遍とはいいませんけども、まあ月に一、二回は少なくと

も現場に行ってます。その際には、ぐるっと、まあ全部とは言いませんけども、周辺

のトイレも何か所か掛け持ってって見てございます。決してシルバーにあとはお願い

してそれきりっていう話でございません。ただ、それでもやっぱり下ばっかし見る、

上ばっかし見るということで、決して今議員から御指摘あったような状況だとすれ

ば、もう一回ですね、やはり市を挙げてですね全部を巡回するぐらいの気持ちでです

ね、この春先にまた点検を見直していきたいと思いますので、そういうふうな思いで

ないとやっぱり観光地としてお客様迎える施設でないよということをもう一回我々も

職員も含めてですね、肝に銘じて対応したいと思ってございます。

先ほどトイレの利用期間の話もありましたし、それも、まあ結果的にどうなるか分

かりませんけれども、冬場に入る前、それから男鹿ですと今頃ですと、３月に入りま

すと凍る心配もなくなりますので、そこら辺は可能かどうかも含めて検討させていた

だきたいと思います。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。８番佐藤議員

○８番（佐藤誠議員） ありがとうございました。副市長から答弁をいただきまして、

市の思いを束ねて、また我々もまた頑張って回っていきたいと思いますので、よろし

くお願いします。トイレについてはその辺にしたいと思います。

デジタル化について、大変前向きに今頑張ってくださってることがよく分かりまし

た。ぜひデジタル推進班、我々ちょっとよく分からないんで、デジタル推進班に何か

期待してしまうところ多いんですけど、まあいろんなことができると思います。マイ

ナンバーもだんだん普及してくれば、いろんなことができると思いますので、健康ポ

イントも紙でなくて、もうぽんとデジタルになって、それが市内の店に行ったらポ

イントで買物できたりとか、いろんなことができるかもしれません。タクシーの券、

補助になったり、いろんなことができるかもしれません。ぜひ市民生活のことを、い

ろんなことを考えて少しでもよくしていっていただければいいなと思いますし、今後

に期待しておりますので、一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いしま

す。

以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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○議長（小松穂積） ８番佐藤誠議員の質問を終結いたします。

○議長（小松穂積） 以上で、本日の議事は終了いたしました。

明日３月１日、午前１０時より本会議を再開し、引き続き、一般質問を行うことに

いたします。

本日は、これにて散会いたします。御苦労さまでした。

午後 ２時５５分 散 会


